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施設利用編 

システム編 

資 料 編 

 この『ガイドブック』は、大阪府営公園のスポーツ施設をご利用いただく場合

の申込み方法などについて説明したものです。大阪府内の他団体の施設の利用

は、他団体にお問い合わせください。 

 利用者登録を行った日の翌月に、登録料の500円をご指定の口座より引落しい

たします。利用者登録の有効期間は、登録を行った日の翌月の１日から３年間と

なります。 

ご登録から４年目以降も引き続き利用を希望される方は、必ず、ご本人が有効

期間が終了する月（更新月）の２か月前から更新月の月末までの間に公園管理事

務所もしくはスポーツ施設受付窓口において、更新の手続を行ってください。更

新の手続を終えられた方は、翌月、ご指定の口座より、更新料の300円を引落し

いたします。 

更新後の有効期間は３年間で、３年ごとに更新手続が必要です。 



 

このシステムで、府営公園のスポーツ施設をご利用いただく場合の、基本的な流れは 
次のとおりです。 
 
 
 
 
          ↓抽選対象の場合                  先着順の場合 
 
 
       
          ↓自動抽選 
 
                                       
                                利用可能なことを確認 
          ↓当選を確認       
 
 
 
          ↓            ↓         ↓ 
  
 
 
                              
 
                               
 
 
 

●施設ご利用時の注意事項 

施設をご利用の際はオーパス・カードを携帯いただき、申請されたご本人 

がご利用ください。 

なお、施設のご利用時に、係員がご利用者様とオーパス・カードの携帯を 

確認させていただく場合がございます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
抽選結果を確認する 

 
 

 
 空き状況を確認する 
 
 

 
抽選の申込をする 

 
 

 
利用したい施設、日時などを決める 

 
 

 
利用申請をする 

 
 

 
施設を利用する 

 
 

 
取消期限が過ぎて 
取消ができなかっ 
た場合 
 
 

 
使用料が引落される 

 
 

 
使用料は発生しない 

 
 

 
取消期限までに 
取消を行った場合 

↓ 

システム編の絵文字について 
この『ガイドブック』のシステム編では、説明に次の絵文字を使っています。 
 

      コンピュータからの案内メッセージを示します。 
 

  施設の番号や施設の利用方法などの入力で、 
指定のしかたが施設により異なる場合です。 
ガイドブックの施設利用編をご参照ください。 

 
    施設によって、入力が不要な場合があります。 
    コンピュータの案内に注意してください。 

施設 
利用編 
OPAS 

ご 

注 

意 
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利用施設のご案内 
 
  
このシステムでご利用できる府営公園のスポーツ施設は次のとおりです。 
 

 公 園 名               位 置 ・ 連 絡 先                     ご 利 用 で き る 施 設                                   

 服 部 緑 地             
 豊中市服部緑地１-１ 
 06-6862-4945 

 テニスコート・軟式野球場・スポーツ広場 
 人工芝サッカー場 

 寝屋川公園             
 寝屋川市寝屋川公園1707 
 072-824-1685 

テニスコート・野球場・ソフトボール広場 

 深 北 緑 地             
 大東市深野北４-284 
 072-877-7471 

 テニスコート・軟式野球場・球技広場 

 久宝寺緑地             
 八尾市西久宝寺323 
 072-992-2489 

 テニスコート・野球場・軟式野球場 
陸上競技場 

 住之江公園             
 大阪市住之江区南加賀屋 
 １-１-117 
 06-6685-9521 

 テニスコート・野球場・球技広場 

 住 吉 公 園             
 大阪市住之江区浜口東 
 １-１-13 
 06-6671-2292 

 テニスコート・軟式野球場・運動場 

 大 泉 緑 地             
 堺市北区金岡町128 
 072-259-8600 

テニスコート・野球場・球技広場・ 

スポーツ広場 

 浜 寺 公 園             
 堺市西区浜寺公園町 
 072-262-6300 

 テニスコート・軟式野球場・球技広場・ 
ソフトボール広場 

 二色の浜公園 
 貝塚市脇浜４-34 
 072-436-2404 

 テニスコート・軟式野球場・球技広場・ 
スポーツ広場 

 蜻蛉池公園              岸和田市尾生2494 
 072-441-8451 

 テニスコート・球技広場 

 

※ 各施設によって、利用できる時間などが異なりますのでご注意ください。（詳しくは、

各施設の『コ－ド表』をご覧ください。） 

※ 各施設とも、年末年始と整備日は利用できませんのでご注意ください。また、雨天時

や施設のコンディション不良の場合、各公園管理事務所もしくはスポーツ施設受付窓口

が施設の利用停止について判断します。施設の利用可否については、各公園管理事務所

もしくはスポーツ施設受付窓口へ必ず事前にお問い合わせください。（受付時間：午前９

時～午後５時）。 

施設利用編 
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抽選対象となっている日時 
 
 
 各施設の抽選対象となっている日時は次のとおりです。 
 

  施 設 名                抽 選 対 象 と な っ て い る 日 時                                              
 

 住吉公園の各施設 全てのご利用 

 その他の施設  土曜・日曜・祝日のご利用（平日のご利用は先着順） 

 
 
抽選申込期間・抽選日 
 
  
各施設の抽選申込期間と抽選日は次のとおりです。 
 

 施 設 名                 抽 選 申 込 期 間                      抽 選 日               
 

 テニスコート 

ト 

 ご利用日の前月の１日から９日  ご利用日の前月の１０日 

 その他の施設  ご利用日の前々月の１日から９日  ご利用日の前々月の１０日 
 
※ 抽選申込をするとき、利用希望日時を指定して申し込むのでなく、『日曜日の13時か 
 ら15時なら、どの日曜日でもよい。』とか『△月×日なら何時からでもよい。』という 

申込方法もできます。詳しくは『コ－ド表』をご覧ください。 
※ 毎月１日の午前５時から受付を開始します。 

 
 
抽選申込回数 
 
  

各施設の、お１人様当たりの抽選申込できる回数は次のとおりです。 
 

    施 設 名                         抽 選 申 込 回 数                   
 

 テニスコ－トと住吉公園軟式野球場  施設ごとに１か月につき４回まで 

 その他の施設  施設ごとに１か月につき２回まで 
 
※ 抽選は、コンピューターが自動的に行います。 
 
抽選結果の確認と利用申請の期間 
 
  

抽選申込をした場合、次の期間内に抽選結果の確認と利用申請をしていただく必要があ
ります。当選していても、次の期間内に利用申請をしない場合は、当選を辞退したものと
みなされ、他の利用者の利用申請を受け付けますのでご注意ください。落選していたとき
は空き状況を確認して、空き申込をしてください。 
 

 施 設 名               抽選結果の確認と 利 用申請の期間                                       
 

 全 施 設              抽選日の翌日から５日間（１１日から１５日） 
 
※ 抽選日は、施設によって異なりますのでご注意ください。 

（各施設の抽選日については『抽選申込期間・抽選日』の欄をご覧ください。） 
※ 毎月１１日の午前５時から受付を開始します。 

施設利用編 
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空き申込期間 
 

各施設毎の『抽選対象で抽選申込のなかった日時』、『先着順の日時』についての空き申
込期間は、次のとおりです。 
 

 施 設 名                 空 き 申 込 の 期 間                                

 テニスコ－ト  ご利用日の前月の１１日から、ご利用日まで 

 その他の施設  ご利用日の前々月の１１日から、ご利用日まで 
 
※ 毎月１１日の午前５時から受付を開始します。 
※ 抽選で当選した方が利用申請期間中に利用申請を行わなかった場合は、利用申請期間

の終了した翌日（毎月１６日）の午前５時から、空き申込の対象となります。また、当
選した方が申込辞退した場合（利用申請を行わなかった場合を除く）や取消可能期間中
に利用を取消された場合は、午後７時までの取消分について翌日午後０時（正午）に空
き申込みが可能となります。午後７時を過ぎて取消されたものは、翌々日の午後０時（
正午）に空き申込みが可能となります。  

 
空き申込回数 
 
 お１人様当たりの空き申込できる回数は、次のとおりです。 
 

 施 設 名              空 き 申 込 回 数                    

 全 施 設              施設ごとに３回まで 
 
※ 空き申込できる回数は、抽選による利用回数とは別にカウントされます。 
  （空き申込できる期間に申し込んだ回数になりますので、ご注意ください。） 
※ 利用日の当日に利用申請を行ったときは、その利用回数は空き申込の回数にカウント
 されません。 
※ 空き申込している回数が３回になると、申込済み分を取り消すか、申込済み分を実際
 に利用した日の翌日にならないと、次の空き申込はできません。  
 
利用申請の取消（キャンセル） 
 

利用申請を取り消す場合、テニスコートについては利用日の３日前までに、テニスコー
ト以外の施設については利用日の１０日前までに、それぞれ取り消しを行ってください。
期日を過ぎますと、取り消しができなくなり、使用料が発生しますのでご注意ください。 
また、予約間違い等で取り消しができない場合でも対応いたしかねますので、よくご確

認の上ご予約ください。なお、天候が不安定な場合は、施設が利用できるかどうか、公園
管理事務所もしくはスポーツ施設受付窓口へお問い合わせください。雨天等（暴風警報発
表時は全施設利用中止となります。）により、公園管理事務所もしくはスポーツ施設受付窓
口が施設の利用を停止したときは、使用料は発生しません。 
 
（例）テニスコート（４月１１日に使用する場合）            ４月１１日 
 

３月１１日         ～         ４月８日 ４月９日～ 使
用
日 利用申請日 取消できる期間 取消できない期間 

 
 
（例）テニスコート以外（４月１１日に使用する場合）          ４月１１日 
 

２月１１日        ～     ４月１日 ４月２日～ 使
用
日 利用申請日 取消できる期間 取消できない期間 

 

 

 

 

※ 年末・年始のシステム停止期間中（１２月３０日午前０時～１月４日午前９時）は
利用申請の取り消しができなくなりますので、ご予約の際はご注意ください。 

※ 予約完了後、有効期限切れ等でオーパスの利用が停止された場合も、予約完了分は
取り消されません。有効期限が切れるとログイン不可となるため、取り消しを希望さ
れる場合は、取消可能期間内に施設予約をしている公園の管理事務所もしくはスポー
ツ施設受付窓口（１ページ参照）までご連絡をお願いいたします。（受付時間：午前９
時～午後５時） 

施設利用編 
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附帯設備の利用 
 

寝屋川公園第１・第２野球場、深北緑地軟式野球場、久宝寺緑地野球場、久宝寺緑地陸
上競技場、住之江公園野球場を利用する際に、下の表の附帯設備を利用するときは、別途
申請していただく必要がありますので、本体施設の利用申請をされてから、施設を利用さ
れるまでに、公園管理事務所もしくはスポーツ施設受付窓口にご連絡ください。なお、服
部緑地人工芝サッカー場については、ナイター照明が点灯する時間があらかじめ設定され
ておりますので、別途申請していただく必要はございません。ナイター照明が点灯する時
間については、P.21をご参照ください。 
 

 
 ロッカ－・             
 シャワ－及             
 び選手控室             

 放 送 設 備              ナイタ－設備 スコアボード 

 

服部緑地人工芝サッカー場   ●  

寝屋川公園第１野球場 ● ●  ● 

寝屋川公園第２野球場     ● 

深北緑地軟式野球場    ● 

久宝寺緑地野球場 ● ●  ● 

久宝寺緑地陸上競技場  ●   

 住之江公園野球場 ● ● ● ● 
 
※ 各施設ともに、●印の附帯設備しか、利用できません。 
※ 附帯設備の利用については、別途使用料が必要となります。  
 
 
使用料の減免 
 

使用料の減免を希望されるときは、利用内容を確認する必要があるため、別途、書面に
よる申請が必要となりますので、利用申請をされてから、施設を利用されるまでに、公園
管理事務所もしくはスポーツ施設受付窓口に申請してください。 
 使用料の減免が認められる主な場合は次のとおりです。 
 
 ・国又は地方公共団体が公用又は公共用のために使用するとき 
 ・保育士又は教員が正規の教課のため児童等を引率して使用するとき 
 ・身体障害者福祉法第15条第４項の規定により交付を受けた身体障がい者手帳を所持す

る者及びその付き添い者が使用するとき ※ 
 ・知的障がいのある者と判定され、療育手帳又は公的機関が発行する証明書を所持する
  者及びその付き添い者が使用するとき ※ 
 ・精神保健及びその精神障害者福祉に関する法律第45条の規定により交付を受けた精神

障害者保健福祉手帳の交付を受けている者とその付き添い者が使用するとき ※ 
※各種手帳の情報をスマートフォンで表示するアプリ「ミライロＩＤ」をご提示いただい

ても差し支えありません。 
 
面番号の通知 
 

面数が複数ある施設を利用されるときは、面番号はコンピュ－タ－が自動的に決定して
お知らせします。面番号を間違えないように、メモしておいてください。 

施設利用編 
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使用料の口座振替等 
 
 施設の使用料等は、下の表の日にまとめて口座から引落しいたします。引落し日が銀行
の休業日の場合は、その翌営業日が引落し日となります。 
 登録料・登録更新料・使用料については、２か月続いて引落しができなかった場合、こ
のシステムの利用を停止いたします。 

ただし、登録料については、２か月続いて引落しができなかった時点において、すでに
申請されている予約分について取り消しさせていただきますので、預金口座が残高不足に
ならないようご注意ください。 
 引落し額の通知は行いませんので、「利用実績照会」のメニューでご確認ください。 
 なお、領収書の発行は行いませんので、ご了解ください。 
 

  
 
  
 
  
 
  

種 類                    引 落 し 日                 
 

登録料  登録を行った日の翌月の１８日 

登録更新料 更新手続きを行った月の翌月の１８日 

使用料 施設を利用した日の翌月の１８日 
 
 
口座振替できなかった場合のご請求等 
 

府営公園では利用料金制度（※１）を導入しています。口座振替により徴収できなかった

使用料は下の表のそれぞれの指定管理者（※２）から請求します。請求方法や支払方法等は、

指定管理者によって異なります。お支払いの際、別途手数料等がかかる場合がありますので、

ご了承願います。また、口座振替により徴収できなかった登録料及び登録更新料については、

大阪府から請求します。 

※１ 利用料金制度  

テニスコートや野球場等のスポーツ施設の使用料を指定管理者（※２）の収入

として取扱うしくみ。 

※２ 指定管理者   

大阪府が期間を定めて指定し府営公園の管理を委託している団体。      

（指定管理者一覧表） 

公園名 指定管理者名 連絡先 

服部緑地 服部緑地スマイルパートナーズ 

服部緑地管理事務所 

豊中市服部緑地１-１ 

06-6862-4945 

寝屋川公園 寝屋川公園指定管理グループ 

寝屋川公園クラブハウス 

寝屋川市寝屋川公園 1707 

072-824-1685 

深北緑地 深北緑地パートナーズ 

深北緑地管理事務所 

大東市深野北４-284 

072-877-7471 

久宝寺緑地 株式会社久宝寺緑地パートナーズ 

久宝寺緑地管理事務所 

八尾市西久宝寺 323 

072-992-2489 

施設利用編 
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住之江公園 都市公園住之江公園指定管理共同体 

住之江公園管理事務所 

大阪市住之江区南加賀屋１-１-117 

06-6685-9521 

住吉公園 都市公園住吉公園指定管理共同体 

住吉公園管理事務所 

大阪市住之江区浜口東１-１-13 

06-6671-2292 

大泉緑地 大泉緑地指定管理グループ 

大泉緑地スポーツハウス 

堺市北区金岡町 128 

072-259-8600 

浜寺公園 浜寺公園指定管理グループ 

浜寺公園管理事務所 

堺市西区浜寺公園町 

072-262-6300 

二色の浜公園 
二色の浜リバイバル・プロジェクト

グループ 

二色の浜公園管理事務所 

貝塚市脇浜４-34 

072-436-2404 

蜻蛉池公園 住友林業緑化株式会社 

蜻蛉池公園管理事務所 

岸和田市尾生 2494 

072-441-8451 
 
 
利用者登録の更新及び廃止 
 

【有効期間】 

利用者登録（オーパス・カード）の有効期間は、登録した日の翌月の１日から３年間

です。 

【更新手続き】 

●有効期間経過後、オーパス・カードを引き続きご利用いただくには、更新手続きが

必要です。（以後、３年ごとに更新必要） 

 ●更新を希望される場合には、公園管理事務所もしくはスポーツ施設受付窓口まで、

ご本人（代理人不可）がお越しください。 

 ●オーパス・カードのほか、お名前、ご住所、生年月日などが明記された本人である

ことを証明できるもの（免許証、学生証など）をお持ちください。 

  ※ご住所など登録内容に変更がございましたら、併せて手続きをお願いいたします。 

 ●更新手続きは、有効期間が終了する月（更新月）の前々月から更新月の月末まで行

うことができます。 

●更新手続きが可能な期間中は、オーパス・システムにログインした際に、その旨を

画面上でお知らせします。 

●更新の手続きを終えられた方は、更新手続きをされた月の翌月、ご指定の登録口座

より、更新料の300円を引落しいたします。 

●有効期間が終了した場合にはオーパス・システムをご利用できません。なお、有効

期間終了後も３年間は同じカード番号で更新が可能ですが、この場合に利用できる

期間は、元の有効期間が終了した時から３年目の更新月までの間となります（更新

手続きをされてから３年間にはなりません。）。 

●有効期間が終了してから３年を経過しますと登録が廃止されます。（再度ご利用いた

だく場合は、改めて登録手続きをお願いします。） 

 

施設利用編 
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※ 例. R7.4.10に登録し、有効期限までに更新した場合 
 

   R7.4.10     5.18     R10.2.1   2.20    3.18     4.30        
 
 
  
       登録      登録料       窓口更新  窓口更新  更新料  更新月末 

      引去     受付開始        引落               

                      (2/1∼ 4/30)             

    

 

 

 

※ 例. R7.4.10に登録し、有効期限までに更新しなかった場合 
 

R7.4.10      R10.５.１          R13.５.１ 
 

 

   登録       有効期限切れ     登録廃止      

              利用停止 

 

 

 

 

 

【利用可能なオーパス・カードをお持ちの方の廃止手続き】 

●インターネット・スマートフォン・携帯ウェブ・街頭端末機をご利用の方は、オー

パスホームページより、登録者用ログインし、随時、廃止手続きができます。 

●電話でご利用されている方・パスワード未登録の方等は、58ページの様式第２号の

 「廃止」に〇印をし、登録申請者欄(暗証番号含む。)に必要事項を記入し、お名

前、ご住所、生年月日などが明記された本人であることを証明できるもの（免許証

、学生証など）をお持ちのうえ、公園管理事務所もしくはスポーツ施設受付窓口ま

でお越しください。 

【上述以外の方の廃止手続き】 

●オーパスホームページより登録者ログインができない等の際は、公園管理事務所も

しくはスポーツ施設受付窓口にお問い合わせください。 

 
 
その他 
 

 
●登録内容に変更が生じた場合は、各公園管理事務所もしくはスポーツ施設受付窓口

で変更手続きをお願いします。 

●府営公園では、平成23年４月１日に施行された暴力団排除条例に基づき、暴力団を

利する、又は利すると認められる利用は認められません。 

 

新たな有効期間はR10.5.１から３年

間 

施設利用編 

有効期限切れから３年間は更新可能 

（ただし、新たな有効期間はR10.5.１から３年間） 

以降は新規発行 
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◆コ－ド表 

 
 
電話番号、サ－ビス番号、メニュ－番号 
 
 
●電話番号 
 

０６－４７９６－８８０１  

 
 
●サ－ビス番号 
 

 府営公園の施設の利用申込 ０１１１ 
 

 センターからのお知らせ ０９９９ 
 
 
●メニュ－番号 
 

 抽選の申込 １１ 
 

 抽選結果の確認と利用申請 １２ 

 空き情報案内と利用申請 ２１ 

 抽選申込内容の確認 ３１ 

 抽選申込の取消 ３２ 

 利用申請内容の確認 ３３ 

 利用申請の取消 ３４ 

 空き状況の案内 ６１ 

 抽選申込できる日の案内 ７１ 

 未登録者の抽選結果の確認 ７２ 

暗証番号の変更 ８１ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ※『利用予定人数』の入力をするときの注意点 
 
  利用予定人数は２桁で入力することとなっています。99人以上でご利用になると

きは『９８』と入力してください。 
  『９９』は、『ひとつ前の入力項目にもどる。』ときのコ－ドですので、ご注意く

ださい。 
 
 

施設利用編 
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テニスコ－ト 
 
 
●施設番号 
 

 公 園 名                 施 設 名                            施設番号  面 数 
 

 服 部 緑 地             

 服部緑地テニスコ－ト（砂入人工芝）Ａ  ２０３１   ７面 

 服部緑地テニスコ－ト（クレ－）  ２０３３   ５面 

 服部緑地テニスコ－ト（砂入人工芝）Ｂ  ２０３４   ６面 

 寝屋川公園              寝屋川公園テニスコ－ト（砂入人工芝）  ２１３５  １５面 

 深 北 緑 地              深北緑地テニスコ－ト（ハードコート）  ２２３１  １４面 

久宝寺緑地             久宝寺緑地テニスコ－ト(砂入人工芝) ２３３３   ８面 

 住之江公園              住之江公園テニスコ－ト（砂入人工芝）  ２４３５ ４面 

 住 吉 公 園              住吉公園テニスコ－ト（砂入人工芝）  ２５３１   ２面 

大 泉 緑 地  大泉緑地テニスコート（砂入人工芝） ２６３３ １４面 

 浜 寺 公 園             

 浜寺公園北テニスコ－ト（砂入人工芝）  ２７３１   ４面 

    浜寺公園北テニスコ－ト（アンツ－カ－）  ２７３２   ４面  

 浜寺公園南テニスコ－ト（砂入人工芝）  ２７３３   ２面 

 浜寺公園南テニスコ－ト（クレ－）  ２７３４   ２面 

 浜 寺 公 園             
 泉北臨海緑地 

浜寺公園泉北臨海緑地テニスコ－ト（砂入人工芝）  ２７３５   ８面 

 二色の浜公園  二色の浜公園テニスコ－ト（砂入人工芝）  ２８３１  １０面 

 蜻蛉池公園             
 蜻蛉池公園テニスコ－ト（砂入人工芝）  ２９３１  １４面 

 蜻蛉池公園テニスコ－トセンタ－コ－ト（砂入人工芝） 

 
 ２９３２   ２面 

 
※ 服部緑地、浜寺公園のテニスコ－トについては、ご利用になられるテニスコートの位

置と種類を上の表から選んで（南テニスコート、クレーなど）お申込いただくことにな
りますが、抽選申込や空き申込の回数については、それぞれの公園のテニスコート全体
での回数（抽選申込４回、空き申込３回）となっています。 

施設利用編 
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●種目番号 
               

※ 硬式テニス、軟式テニス（ソフトテニス）ともに  
  左の番号でお申込ください。 
 
 

 
 
 
●面数番号         ※ 抽選申込については、全施設とも、１回の申込につき 
      １面しか、申込できません。 

 面   数  １面  ２面   ※ 空き申込については、原則として、１回の申込につき 
   最大２面までしか、申込できません。ただし、住之江公 
   園と住吉公園のテニスコ－トについては、空き申込のと 
   きも、１回の申込につき１面しか申込できません。 

 面数コ－ド  ０１  ０２ 

    
※ ２面の申込をされた場合、２面のうち１面だけをキャ

ンセルすることはできませんのでご注意ください。 

 
●抽選申込時の利用時間帯番号（全施設共通） 
 

 時間帯 ７時から９時 ９時から11時 11時から13時 13時から15時 15時から17時 17時から19時 
 

 番 号  ０ ７ ０ ２            ０ ９ ０ ２            １ １ ０ ２            １ ３ ０ ２            １ ５ ０ ２            １ ７ ０ ２           
 
※ ７時～９時及び１７時以降の時間帯は、施設によってご利用いただける期間が異なり

ますので、詳しくは各公園管理事務所もしくはスポーツ施設受付窓口へお問い合わせく
ださい。 

※ どの時間帯でもよいときは『６６６６』をご入力ください。 
※ 『０９０２』は『９時から２時間』ということを表しています。 

 
●空き申込時の利用時間番号 
 

 利用時間数  １ 時 間          ２ 時 間          ３ 時 間          ４ 時 間          ※ 全施設とも、４時間を超 
   えて連続した申込はでき 
   ません。  番 号            ０１００  ０２００  ０３００  ０４００ 

 

 
●空き申込時の利用開始時間番号 
 利用開始時間を４桁でご入力ください。 
 （例） 
  ９時からご利用のとき ⇨  ０９００ 
  13時からご利用のとき ⇨  １３００ 
 
 
※ ７時～９時及び１７時以降の時間帯は、施設によってご利用いただける期間が異なり

ますので、詳しくは各公園管理事務所もしくはスポーツ施設受付窓口へお問い合わせく
ださい。 

 
 
 
  

種目名 種目番号 

テニス ４１１ 

 
テニスコ－トの空き申込については、全公園とも１時間単位（最高連続で４時間を限度） 

 で申込みができます。なお、抽選申込については２時間単位です。 

施設利用編 
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野球場・軟式野球場 
 
 
●施設番号 
 

 公 園 名                施 設 名                施設番号  面数   硬式野球 
 

 服 部 緑 地              服部緑地軟式野球場  ２０４１  ２面 不可 

 寝屋川公園             
 寝屋川公園第１野球場  ２１４１  １面 可能 

 寝屋川公園第２野球場  ２１４２  １面 可能 

 深 北 緑 地              深北緑地軟式野球場  ２２４１  １面 不可 

 久宝寺緑地             
 久宝寺緑地野球場  ２３４１  １面 可能 

 久宝寺緑地軟式野球場  ２３４２  ２面 不可 

 住之江公園              住之江公園野球場  ２４４１  １面 可能 

 住 吉 公 園              住吉公園軟式野球場  ２５４１  １面 不可 

 大 泉 緑 地              大泉緑地野球場  ２６４１  １面 可能 

 浜 寺 公 園              浜寺公園軟式野球場  ２７４１  ２面 不可 

 二色の浜公園  二色の浜公園軟式野球場  ２８４１  １面 不可 
 
※ 施設によって、お申込いただける時間帯が異なりますのでご注意ください（詳しくは
 次のページの『抽選申込時の利用時間帯番号』の欄をご覧ください。）。 

 
●種目番号 
    

 種 目 名              種目番号 
※施設によって、利用可能な種目が変わりますので、ご注意ください。
上の表にない種目での利用をご希望のときは、各公園管理事務所もし
くはスポーツ施設受付窓口に直接お問い合わせください。 

※軟式野球は全施設で利用可能ですが、硬式野球については、上の表の
『硬式野球』の欄に『可能』とされている施設でのみ、利用可能で
す。 

※二色の浜公園軟式野球場については、小学生以下に限り硬式野球も利
用可能です。この場合、種目は『少年硬式野球』でお申込ください。
その他の施設で『少年硬式野球』でご利用になる場合は『硬式野球』
でお申込ください。 

 硬式野球  ５ １ １         

 軟式野球  ５ １ ３         

 少年硬式野球  ５ １ ６         

   
               
※ 全施設ともに、マウンドの位置などが、成人用の規格で設置されていますので、ご注
 意ください。 

 
●面数番号 
     

 面   数  １面  ２面 
 ※２面の申込ができるのは、服部緑地及び久宝寺緑地の軟式野球場の空

き申込のときだけです。なお、２面の申込をされた場合、２面のうち１

面だけをキャンセルすることはできませんのでご注意ください。 
 面数コ－ド  ０１  ０２ 

 
 

施設利用編 
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●抽選申込時の利用時間帯番号 
 
 
 
 
 
 
 施 設 名         

利用希望 
 

時 間 帯        

９時 
から 
11時 

11時 
から 
13時 

13時 
から 
15時 

15時 
から 
17時 

17時 
から 
19時 

19時 
から 
21時 

９時 
から 
13時 

13時 
から 
17時 

13時 
から 
19時 

９時 
から 
17時 

９時 
から 
19時 

 

番  号 0902 1102 1302 1502 1702 1902 0904 1304 1306 0908 0910 

 服部緑地軟式野球場     ●  ● ● ● ● ● 

 寝屋川公園第１野球場     ●  ● ●    

 寝屋川公園第２野球場 ● ● ● ● ●       

 深北緑地軟式野球場 ● ● ● ● ●       

 久宝寺緑地野球場     ●  ● ● ● ● ● 

 久宝寺緑地軟式野球場     ●  ● ● ● ● ● 

 住之江公園野球場 ● ● ● ● ● ●      

 住吉公園軟式野球場 ● ● ● ● ●       

 大泉緑地野球場     ●  ● ●    

 浜寺公園軟式野球場     ●  ● ●    

 二色の浜公園軟式野球場     ●  ● ●    
 
※ 上の表の『●』印のついている時間帯のみ申込できます。 
※ 『０９０２』は『９時から２時間』ということを表しています。 
※ 寝屋川公園第２野球場、住之江公園野球場、住吉公園軟式野球場については、どの

時間帯でもよいから２時間利用したいというときは『６６６６』をご入力ください。 
※ １７時以降の時間帯は、年及び施設によってご利用いただける期間が異なりますの

で、詳しくは各公園管理事務所もしくはスポーツ施設受付窓口へお問い合わせくださ
い。 

※ 住之江公園野球場のナイター設備をご利用の場合は、別途使用料が必要となります。 
 
 
●空き申込時の利用時間番号 
 

利用時間数 ２ 時 間        ４ 時 間        ６ 時 間        ８ 時 間        1 0時間        
 

番 号         ０２００ ０４００ ０６００ ０８００ １０００ 
 

施設利用編 
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●空き申込時の利用開始時間番号 
 
 利用開始時間を４桁でご入力ください。 
 （例） 
  ９時からご利用のとき ⇨  ０９００ 
  13時からご利用のとき ⇨  １３００ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
施設によって、空き申込ができる時間が異なります。それぞれ、下の時間でしか空き

申込できませんので、ご注意ください。 
 
 〇寝屋川公園第１野球場、大泉緑地野球場、浜寺公園軟式野球場、 

二色の浜公園軟式野球場 
  ⇨ ９時から４時間、13時から４時間、17時から２時間 
 
 〇寝屋川公園第２野球場、深北緑地軟式野球場、住吉公園軟式野球場 
  ⇨ ９時、11時、13時、15時、17時から２時間又は４時間（17時からは２時間のみ） 
 
 〇住之江公園野球場 
  ⇨ ９時、11時、13時、15時、17時から２時間又は４時間（19時からは２時間のみ） 
 
 〇久宝寺緑地野球場、久宝寺緑地軟式野球場 
  ⇨ ９時から４時間、８時間、10時間 
   13時から４時間、６時間 
   17時から２時間 
 
 〇服部緑地軟式野球場 
  ⇨ ９時から２時間、４時間、６時間、８時間、10時間 
   11時から２時間、４時間、６時間、８時間 
   13時から２時間、４時間、６時間 
   15時から２時間、４時間 

   17時から２時間 

 

施設利用編 
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球技広場・その他の広場 
 
 
●施設番号 
 

公 園 名            施 設 名                施設番号 面数 
 

服 部 緑 地            
服部緑地スポーツ広場Ａ ２０５１ ３面 

服部緑地スポーツ広場Ｂ ２０５２ １面 

寝屋川公園            寝屋川公園ソフトボール広場 ２１５１ ２面 

深 北 緑 地            深北緑地球技広場 ２２５１ １面 

住之江公園            住之江公園球技広場 ２４５１ １面 

住 吉 公 園            住吉公園運動場 ２５５１ １面 

大 泉 緑 地            

大泉緑地球技広場 ２６５１ １面 

大泉緑地スポーツ広場Ａ ２６５２ １面 

大泉緑地スポーツ広場Ｂ ２６５３ １面 

浜 寺 公 園            

浜寺公園第１球技広場 ２７５１ １面 

浜寺公園第２球技広場 ２７５２ １面 

浜寺公園ソフトボール広場 ２７５３ １面 

 
二色の浜公園 

二色の浜公園球技広場 ２８５１ １面 

二色の浜公園スポーツ広場 ２８５２ １面 

蜻蛉池公園            蜻蛉池公園球技広場 ２９５１ １面 
 
 
●種目番号 
 

   種 目 名               種目番号 

 

   種 目 名               種目番号 

 

 軟式野球  ５１３         ラクロス  ６２１        

 ソフトボール  ５２３         ゲートボール  ６２４        

 キックベースボール  ５３１         グラウンドゴルフ  ６２５        

 サッカー  ６１１         アメリカンフットボール  ６２６        

 少年サッカー  ６１４         運動会  ９１２        

 ラグビー  ６１９          
 
※ 施設によって、ご利用いただける種目が異なりますので、ご注意ください。 

詳しくは、次ページの『施設ごと利用可能種目一覧表』をご覧ください。 

施設利用編 
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●施設ごと利用可能種目一覧表 
 
 

軟 

式 

野 

球 

ソ 

フ 

ト 

ボ 

ー 

ル 

キ
ッ
ク
ベ
ー
ス
ボ
ー
ル 

サ 

ッ 

カ 

ー 

少 

年 

サ 

ッ 

カ 

ー 

ラ 

グ 

ビ 

ー 

ラ 

ク 

ロ 

ス 

ゲ 

ー 

ト 

ボ 

ー 

ル 

グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ 

ア
メ
リ
カ
ン
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル 

運 
動 
会 

服部緑地スポーツ広場Ａ  ● ●  ●  ● ●   ● 

服部緑地スポーツ広場Ｂ ● ● ●  ●  ● ●   ● 

寝屋川公園ソフトボール広場  ● ●         

深北緑地球技広場 
全 面  ● ● ●  ● ● ●  ● ● 

1/2 面  ● ● ●  ● ● ●  ●  

住之江公園球技広場 
全 面 ● ● ●   ● ● ●   ● 

1/2 面 ● ● ●     ●    

住吉公園運動場     ●   ● ●  ● 

大泉緑地球技広場 
全 面  ● ● ●   ● ●   ● 

1/2 面  ● ●     ●    

 大泉緑地スポーツ広場Ａ  ● ● ●   ● ●   ● 

大泉緑地スポーツ広場Ｂ  ● ●  ●   ●   ● 

浜寺公園球技広場 

（第１・第２とも） 

全 面  ● ● ●   ●    ● 

1/2 面  ● ●    ●     

浜寺公園ソフトボール広場  ● ●         

二色の浜公園球技広場  ● ●  ●  ● ●   ● 

二色の浜公園スポーツ広場   ●  ●   ●   ● 

蜻蛉池公園球技広場 ● ● ● ●   ●    ● 

 
※ 上の表にない種目での利用をご希望のときは、各公園管理事務所もしくはスポーツ施設受付窓口に直接お問い合わ

せください。 
※ サッカーが利用可能な施設で少年サッカーでご利用になられるときは、種目は『サッカー』でお申込ください。 
※ ソフトボ－ルが利用可能な施設で少年ソフトボ－ルでご利用になられるときは、種目は『ソフトボ－ル』でお申込

ください。 
※ 少年サッカー、ラクロス、ゲートボール等でご利用になられるときは、ゴール等の道具は、各自ご持参ください。 
※ 浜寺公園第１・第２球技広場、浜寺公園ソフトボール広場をソフトボ－ルでご利用になられるときは、ベースはご

持参ください。 
※ 服部緑地スポ－ツ広場Ａは、ラクロスで利用されている面があるときは、その隣りの面では、安全確保のため、ラ

クロス以外の種目の利用はできません。 

※ 服部緑地スポーツ広場Ｂを軟式野球でご利用になられるときは、ベースをご持参ください。 
※ 寝屋川公園ソフトボール広場、深北緑地球技広場、二色の浜公園球技広場では、皮製ソフトボールの使用を原則禁

止しています。 

※ 寝屋川公園ソフトボール広場を『少年ソフトボール』『グラウンドゴルフ』『運動会』でご利用になる場合、クラ

ブハウスにお申し出ください。 

施設利用編 
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●面数番号 
 
 
 
  施  設  名 

面 数 1/2 面 全 面 １ 面 ２ 面 ３ 面 
 

番 号 １ ２      １ １      ０ １      ０ ２      ０ ３      

服部緑地スポーツ広場Ａ   ● ● ● 

寝屋川公園ソフトボール広場   ● ○  

深北緑地球技広場 ● ●    

住之江公園球技広場 ● ●    

大泉緑地球技広場 ● ●    

浜寺公園第１・第２球技広場 ● ●    
 
※ 上の表の『●』印は抽選申込、空き申込ともに、申込できます。 
※ 上の表の『○』印は空き申込にかぎって、申込できます。 
※ ２面以上の申込をした場合、「２面のうち１面のみ」、「３面のうち１面又は２面の 
 み」のキャンセルはできませんので、ご注意ください。 
※ 上の表にない施設は、面数が１面のみで、1/2 面の利用ができない施設ですから、

 面数を入力する必要がありません。 
※ 寝屋川公園ソフトボール広場は、抽選申込のときは、１回の申込で１面の申込のみ

可能ですので、面数を入力する必要はありません。安全上の観点から２面の使用とな
る種目はご注意ください。 

 

施設利用編 
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●抽選申込時の時間帯番号 
 
 
 
 
 
 施 設 名         

利用希望 
 

時間帯       

９時 
から 
11時 

11時 
から 
13時 

13時 
から 
15時 

15時 
から 
17時 

17時 
から 
19時 

９時 
から 
13時 

13時 
から 
17時 

13時 
から 
19時 

９時 
から 
17時 

９時 
から 
19時 

 

番  号 0902 1102 1302 1502 1702 0904 1304 1306 0908 0910 

 服部緑地スポ－ツ広場Ａ・Ｂ     ● ● ● ● ● ● 

 寝屋川公園ソフトボ－ル広場 ● ● ● ● ●      

 深北緑地球技広場 ● ● ● ● ●      

 住之江公園球技広場 ● ● ● ● ●    ● ● 

 住吉公園運動場      ● ●  ●  

 大泉緑地球技広場     ● ● ●  ● ● 

 大泉緑地スポーツ広場Ａ・Ｂ     ● ● ● ● ● ● 

 浜寺公園第１・第２球技広場     ● ● ● ● ● ● 

 浜寺公園ソフトボ－ル広場     ● ● ● ● ● ● 

 二色の浜公園球技広場     ● ● ● ● ● ● 

 二色の浜公園スポ－ツ広場     ● ● ● ● ● ● 

 蜻蛉池公園球技広場     ● ● ● ● ● ● 

 
※ 上の表の『●』印のついている時間帯のみ申込できます。 
※ 『０９０２』は『９時から２時間』ということを表しています。 
※ 寝屋川公園ソフトボ－ル広場、深北緑地球技広場については、どの時間帯でも

よいときは、『６６６６』をご入力ください。 
※ １７時以降の時間帯は、施設によってご利用いただける期間が異なりますので、

詳しくは各公園管理事務所もしくはスポーツ施設受付窓口へお問い合わせくださ
い。 

 
●空き申込時の利用時間番号 
 

利用時間数 ２時間       ４時間       ６時間       ８時間       10時間       
 

番 号         ０２００ ０４００ ０６００ ０８００ １０００ 
 

施設利用編 
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●空き申込時の利用開始時間番号 
 
 利用開始時間を４桁でご入力ください。 
 （例） 
  ９時からご利用のとき ⇨  ０９００ 
  13時からご利用のとき ⇨  １３００ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
   施設によって、空き申込ができる時間が異なります。それぞれ、下の時間のみ 

空き申込できますので、ご注意ください。 
 
 〇寝屋川公園ソフトボ－ル広場、深北緑地球技広場、大泉スポーツ広場Ａ・Ｂ 
  ⇨ ９時、11時、13時、15時、17時から２時間又は４時間（17時からは２時間のみ） 
 
 〇服部緑地スポ－ツ広場Ａ・Ｂ、浜寺公園第１・第２球技広場、 

浜寺公園ソフトボ－ル広場、二色の浜公園球技広場、二色の浜公園スポ－ツ広場、
蜻蛉池公園球技広場 

  ⇨ ９時から４時間、８時間、10時間 
   13時から４時間、６時間 
   17時から２時間 
 
 〇住之江公園球技広場 
  ⇨ ９時から２時間単位で最大10時間 
   11時から２時間単位で最大８時間 
   13時から２時間単位で最大６時間 
   15時から２時間又は４時間 
   17時から２時間 
 
 〇大泉緑地球技広場 
  ⇨ ９時から４時間、８時間、10時間 

13時から４時間 
17時から２時間 

 
 〇住吉公園運動場 
  ⇨ ９時から４時間又は８時間 
   13時から４時間 
 
 ※ １７時以降の時間帯は、年及び施設によってご利用いただける期間が異なりま

すので、詳しくは各公園管理事務所もしくはスポーツ施設受付窓口へお問い合わ
せください。 

施設利用編 
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陸上競技場 
 
 
●施設番号 
 

公 園 名            施 設 名                施設番号 面数 
 

久宝寺緑地            久宝寺緑地陸上競技場 ２３６１ １面 
 
※ 本競技場には、トラックはありません。 
 
●種目番号 
 

種 目 名            種目番号 
 

種 目 名            種目番号 
 

種 目 名            種目番号 

ソフトボール ５２３        ラクロス ６２１        運動会 ９１２        

サッカー ６１１        グラウンドゴルフ ６２５        
  

ラグビー ６１９        陸上競技 ７１１        
  

 
※ 上の表にない種目での利用を希望されるときは、公園管理事務所もしくはスポーツ

施設受付窓口に直接お問い合わせください。 
※ ラクロス等でご利用になられるときは、ゴール等の道具は、各自ご持参ください。 
 
 
●抽選申込時の利用時間帯番号 
 

利用希望 
 

時  間 

９時 
から 
13時 

９時 
から 
17時 

９時 
から 
19時 

13時 
から 
17時 

13時 
から 
19時 

17時 
から 
19時 

番  号 ０９０４ ０９０８ ０９１０ １３０４ １３０６ １７０２ 
 
※ １７時以降の時間帯は、年及び施設によってご利用いただける期間が異なります

ので、詳しくは各公園管理事務所もしくはスポーツ施設受付窓口へお問い合わせく
ださい。 

施設利用編 
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●空き申込時の利用時間番号 
 

時間数 ２時間        ４時間        ６時間        ８時間        1 0時間        
 

番 号 ０２００ ０４００ ０６００ ０８００ １０００ 
 
 
●空き申込時の利用開始時間番号 
 利用開始時間を４桁でご入力ください。 
 （例）９時からご利用のとき ⇨  ０９００ 
    13時からご利用のとき ⇨  １３００ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  〇久宝寺緑地陸上競技場 
  ⇨ ９時から４時間、８時間、10時間 
   13時から４時間又は６時間 
   17時から２時間 
 
 ※ １７時以降の時間帯は、年及び施設によってご利用いただける期間が異なり

ますので、詳しくは各公園管理事務所もしくはスポーツ施設受付窓口へお問い

合わせください。 

施設利用編 
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サッカー場 
 
 
●施設番号 
 

公 園 名            施 設 名                施設番号 面数 
 

服 部 緑 地 服部緑地人工芝サッカー場 ２０６３ １面 
 
 
●種目番号 
 

種 目 名            種目番号 

サッカー ６１ １ 

少年サッカー ６１ ４ 

ラクロス ６２ １ 
 
※ 上の表にない種目での利用を希望されるときは、公園管理事務所もしくはスポーツ

施設受付窓口に直接お問い合わせください。 
 
 
●抽選申込時の利用時間帯番号 
 

利用希望 
 

時  間 

９時 
から 
13時 

９時 
から 
17時 

13時 
から 
17時 

13時 
から 
21時 

17時 
から 
21時 

 

番  号 ０９０４ ０９０８ １３０４ １３０８ １７０４ 
 
※ 夕方から夜間にかけて人工芝サッカー場をご利用される場合、下記のとおりナイタ

ー設備を点灯させます（別途使用料が必要）。 
  なお、利用者の申し出によるナイター設備の点灯開始時間の変更はできません。 

（ただし、施設を安全に利用することのできる照度に満たないと管理者が判断した
ときは、点灯開始時間を早めることがあります。その場合のナイター設備にかかる
使用料は別途必要） 

 
 

午後５時から点灯する月  １月、２月、10月、11月、12月 
午後６時から点灯する月  ３月、４月、９月 
午後７時から点灯する月  ５月、６月、７月、８月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施設利用編 
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●空き申込時の利用時間番号 
 

時間数 ２時間        ４時間        ６時間        ８時間        1 0時間        12時間 
 

番 号 ０２００ ０４００ ０６００ ０８００ １０００ １２００ 
 
 
 
●空き申込時の利用開始時間番号 
 利用開始時間を４桁でご入力ください。 
 （例）９時からご利用のとき ⇨  ０９００ 
    13時からご利用のとき ⇨  １３００ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 空き申込による17時以降のご利用は、使用日から４日前までにお申し込みいただき 

ますようお願いいたします。 
 
 

 
 
  〇服部緑地人工芝サッカー場 
  ⇨ ９時から２時間、４時間、６時間、８時間、10時間、12時間 
   11時から２時間、４時間、６時間、８時間、10時間 
   13時から２時間、４時間、６時間、８時間 
   15時から２時間、４時間、６時間 
   17時から２時間、４時間 
   19時から２時間 
  
 

施設利用編 
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抽選申込時の曜日指定  
 
 
 抽選申込をするときに、『○月×日』と利用希望日を指定するのでなく、
『日曜日ならどの日曜日でもよい。』という申込方法もできます。その時
は下の表の番号をご入力ください。  
 
●住吉公園の各施設  
 

曜  日  日曜日  月曜日  火曜日  水曜日  木曜日  金曜日  土曜日  
 

番  号  ２１１１  ２１１２  ２１１３  ２１１４  ２１１５  ２１１６  ２１１７  
 
 
●その他の各施設  
 

曜  日  日曜日  土曜日  
 

番  号  ２１１１  ２１１７  
 
 
※住之江公園野球場は、利用希望日を指定しないと抽選申込できませんの

で、ご注意ください。  

施設利用

編  



 

 

 

24 

 
利用できる機器  
オーパス・スポーツ施設情報システムでは、次の機器が利用できます。  
（詳しい操作方法は、それぞれの解説をご覧ください。）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
利用時間  
年末・年始（１２月３０日～１月４日午前９時）を除き、いつでも利用で
きます。ただし、毎月２５日午前０時から午前５時の間は利用できません。  
なお、システムの運営上、深夜一時的にサービス受付を停止することがあ
りますが、数分で再開しますので、しばらく待ってからご利用ください。
その他、工事や点検のため、長時間サービスを停止する場合があります。
ホームページや街頭端末機、電話などの利用時にご案内しますので、ご注
意ください。  
また、抽選申込み、空き利用申請などは、各施設で受付期間が決められて
います。抽選日や各種申請の受付期間については、 P.２をご覧ください。  

 

パソコン・スマートフォン  

     インターネット接続されたパソコン・スマートフォンで、オ
ーパスのホームページにアクセスして利用します。  

     ご希望の方は、「パスワードの登録」が必要です。  

⇒インターネットでの利用・・・Ｐ３３  

 

携帯ウェブ  

     携帯電話から専用のページにアクセスして利用します。  
   ご希望の方は、「パスワード の登録」が必要です 。  

     

⇒携帯ウェブでの利用・・・Ｐ３５  

 

街頭端末機  

     画面に表示されるメニューを直接、指で触れて操作します。
公共施設などに設置のオーパス用端末機をご利用ください。  

     ご希望の方は、「パスワードの登録」が必要です。  

⇒街頭端末機での利用・・・Ｐ３７  

 

電話  

     コンピュータの音声案内にしたがってプッシュボタンを操作
してください。  

 

⇒電話での利用・・・Ｐ３９  

システム編  
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システムが提供するサービス  
オーパス・スポーツ施設情報システムでは次のサービスが利用できます。  
なお、空き状況照会など、情報提供はどなたでも利用できますが、抽選や
利用の申請には、事前に利用者登録をしておくことが必要です。  
（サービスの詳細は、次ページ以降に記載しています。）  

 ◎空き照会・予約  

＜利用できる機器＞  

 ◎予約照会・取消  

 ◎抽選申込  

 ◎抽選照会確定  

 ◎空き状況照会  

 ◎抽選対象日のご案内  

 ◎抽選結果の確認（未登録者）  

◎利用実績照会  

 

◎本日のお知らせ  

◎利用者設定変更  

◎利用者廃止申請  

◎パスワードの登録  

◎操作履歴照会  

 

   利用者登録された方のメニューです。    

システム編  
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システムが提供するサービス  
 

●空き照会・予約  
 空き情報を案内し、先着順で利用申請を受け付けます。  
 
●予約照会・取消  
 利用申請された内容を確認することができます。申請内容を忘れたとき

やコート番号の確認に使用してください。  
 また、利用申請の取消しをすることができます。取消しの取扱いは施設

によって異なり、規定の取消料（キャンセル料）などが必要な場合があ
ります。P.３をご覧ください。  

 
●抽選申込  
 利用者を抽選で決める施設の場合、所定の期間中に利用希望を申し込ん

でおきます。  
 
●抽選照会確定  
 【抽選申込期間】  
 抽選申込みされた内容を確認できます。  
 また、抽選申込みの取消しを受け付けます。取消しは抽選日の前日まで

可能です。  
 
 【当選確定期間】  
 抽選結果の確認と当選利用申請は抽選日の翌日午前５時から可能です。

当選した場合、所定期間内に利用申請を行わないと当選は無効になり利
用できません。  

 
●空き状況照会  
 施設ごとの空き情報を案内します。また、空き状況照会の途中で継続ロ

グインを利用することで引き続き利用申請を行うことができます。  
 
●抽選対象日のご案内  
 今回、次回の抽選期間を抽選単位ごとに案内します。  
 このメニューは、抽選申込受付期間中に利用できます。  
 
●抽選結果の確認（未登録者）  
 未登録者が申し込んだ抽選の結果を確認できます。当選した場合、施設

の窓口へ行って当選利用申請をしてください。所定の期間内に利用申請
を行わないと当選は無効になり利用できません。  

  
●利用実績照会  
 前月、前々月の利用実績を確認することができます。  
 
●本日のお知らせ  
 施設ごとのお知らせを案内します。  
 
●利用者設定変更  
 【暗証番号変更】  
 暗証番号を変更します。暗証番号は４～８桁の数字で自由に設定できま

す。誕生日や電話番号など、他の人が簡単に予想できる番号は避けてく
ださい。  

  
 

システム編  
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 【メール通知サービスの変更】  
 メールで利用申請の内容や口座引落内容、抽選結果をお知らせする「メ

ール通知サービス」の内容を設定、変更します。パスワードを登録され
た方で、ご希望の方はメールアドレスと併せて設定してください。詳し
くはＰ .32 をご覧ください。  

 
 【パスワードの変更】  
 パスワードを変更します。半角英文字と半角数字を混ぜた８文字以上１

６文字以下の文字列で自由に変更できます。  
 
 
●利用者登録廃止申請  
 利用可能なオーパス・カードをお持ちの方のみ、利用者登録の廃止手続

きをシステムにより行うことができます。（上述の方以外は、各公園管理
事務所もしくはスポーツ施設受付窓口にお問い合わせください。）  

 
●パスワードの登録  
 パソコン、スマートフォン、携帯ウェブ、街頭端末機で抽選申込みや利

用申請などを希望される方は、「パスワードの登録」が必要です。詳しく
はＰ .31 をご覧ください。  

 ※音声応答では必要ありませんが、利用者登録時は必須となります。  
 

 
 
●操作履歴照会  

利用した機器ごとに過去のログイン履歴を確認することができます。  
 

 

 

 

抽選申込みの期間や抽選日、取消しの取扱いなどは P.２～ P.３をご覧くだ
さい。  

システム編  
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    ●必ず「確定」を！  
抽選申込みや利用申請のときには、必ず最後の「確定」操作を行
い、申請を受け付けたというメッセージを確認してください。ま
た、少しでも不安があるときは、申請内容の確認機能をご利用く
ださい。  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご 

注 

意 

 

申請内容を確認し、

必ず【確定】ボタン

を押してください。  

 

「○○を受け付けまし
た」と表示されて初め
て処理が完了します。  

システム編  
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オーパス・スポーツ施設情報システムで、施設の利用手続きをするには、
利用者登録を行うことが必要です。  
 
●利用者番号とパスワードと暗証番号  
 利用者登録すると、利用者番号（利用者カードに表示されています）と
パスワード（８～ 16 文字）と暗証番号（４ ~８桁の数字）が管理されます。
これらの番号は、抽選申込みや利用申請、申請内容の確認や取消しに必要
です。利用者登録時に発行されたパスワードは、初回ログイン時に、任意
のパスワードに変更が必要です。パスワードと暗証番号はシステムの不正
利用を防ぐ大事な番号ですので、管理には十分ご注意ください。なお、パ
スワードと暗証番号は利用者ご自身で変更することができます。定期的に
変更することをお勧めします。  
 
●利用者カード（オーパス・カード）  
 登録者には、オーパス・カードが発行されます。受け取られたら、カー
ド表面にお名前をご記入ください。  
 オーパス・カードはシステムで利用申請を行った場合、正当な利用者で
あることの証明となりますので、施設の利用時には、必ず持参してくださ
い。  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
利用者登録について  
シ ス テ ム の 利 用 に 先 だ っ て  

システム編  



 

 

 

30 

 

●施設利用料金の口座振替  
 オーパス・スポーツ施設情報システムを用いて利用申請すると、施設の
利用料金は、利用者登録時に指定された金融機関口座から、利用の翌月に
自動的に引き落とされます。残高不足のないようにお願いします。（指定で
きる金融機関は、 P.６０を確認してください。）  
 
●利用者登録の更新  
 有効期間や更新手続きについては、P.６をご覧ください。  
 

 

 

    ●カードを紛失・汚損したとき  
      大阪府（公園管理事務所もしくはスポーツ施設受付窓口）に紛

失・汚損の届けをお願いします。ただし、再発行料（２００
円）を納付書払いしていただく必要があります。詳細について
は、公園管理事務所もしくはスポーツ施設受付窓口にお問い合
わせください。  

    ●届け出事項の変更・登録の廃止  
      転居その他、届け出事項に変更があったときや利用者登録を廃

止されるときは、すみやかに大阪府（公園管理事務所もしくは
スポーツ施設受付窓口）にお知らせください。  

 
 
 
 
 
 

ご 

注 

意 
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パソコン、スマートフォン、携帯ウェブ、街頭端末機で抽選申込みや利用申
請などを希望される方は、「パスワードの登録」が必要です。  

 ※パスワードは、パソコン、スマートフォン、携帯ウェブ、街頭端末機で
共通です。一方で登録すれば、パソコン、スマートフォン、携帯ウェブ、街
頭端末機のどこからでもサービスが利用できるようになります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  パスワードの変更は、登録者用ログイン後、  

  「ログイン用パスワードを変更する」のメニューで行うことができます。  

 

 
  パスワードの登録と  

  メール通知サービスの設定について  

 

パスワードの登録方法（パスワード未登録者用）  
 

オーパスのホームページにアクセスします。  
【 PC・スマホ】 http://opas.jp/【携帯】 http://opas.jp/m/  

 

「パスワードの登録」を選択します。  

 
利用者番号、暗証番号、生年月日（西暦）、  
電話番号（下４桁）を入力し【ログイン】を押します。  

 
生 年 月 日 は 、 西 暦 ４ 桁 と 月 日 を つ な げ た ８ 桁 を

入 力 し て く だ さ い 。 電 話 番 号 は 、 利 用 者 登 録 さ

れた電話番号の下４桁を入力してください。  

 
あなたが決めたパスワードを入力し、  

確認のためもう一度入力し、【変更確定】を押します。  

 
英文字の大文字と小文字は別の文字として
扱われます。  

 

 
ａ ｂ ｃｄ ｅｆ ｇｈ  英文字 ば かり なの で × 

１２３４５６６７８９０ 数字 ば かり なの で × 

Ａ Ｂ Ｃ１ ２３    ８ 文字よ り 少な いの で × 

 

パ ス ワ ー ド の  

エ ラ ー 例  

 

 
パ ス ワ ー ド は 半 角
英 文 字 と 半 角 数 字
を 混 ぜ た ８ 文 字 以
上 １ ６ 文 字 以 下 と
し て く だ さ い 。 使
用 で き る 文 字 は 、
ａ ～ ｚ 、 Ａ ～ Ｚ 、
０～９です。  

 
パスワードの登録完了画面が表示されます。  

 

①   

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤  

 

 

⑧  

 

 

システム編  

 

「自治体を選択」から「府営公園」  

を選択します。  

 

利用自治体で「大阪府」  
を選択します。  

 

②   

 

 ③   

 

 

「サービス利用」を選択します。  

 

④  

 

 

「 施 設 の 空 き 状 況 を確 認 ・ 予 約 は こ ち ら」 を
選択します。  

 

⑥  

 

 

⑦  

 

 

http://opas.jp/
http://opas.jp/m/
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メールで利用申請の内容や口座引落内容、抽選結果をお知らせするサービ
スです。設定の内容を変更したいときも、同様の手順で行ってください。  
 ※メール通知設定で登録できるメールアドレスは、一利用者登録に対し、１つです。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メール通知サービスの設定方法  
 

オーパスのホームページにアクセスします。  
【 PC・スマホ】 http://opas.jp/【携帯】 http://opas.jp/m/  

 

①   

 

利用者番号、パスワードを入力し、【ログイン】を  
押します。  ⑤   

 

「 通 知 用 メ ー ル ア ド レ ス を

変更する」を選択します。  
⑦  

 

電 子 メ ー ル ア ド レ ス を 入 力 し

ます。また通知項目を選択し、

【変更確定】を押します。  
⑧  

 

登録した内容が、設定されたメールアドレスにシステムから自動送信さ
れます。翌日になってもメールが届かないときは、上記と同様の方法で
登録した内容を確認してください。  
また、長期にわたりメールの不達が続くときは、メール通知を停止する
ことがあります。  

メールアドレス変更完了  
画面が表示されます。  
が 表 示 さ れ ま す 。  

「利用者設定変更」を選択します。  ⑥  

 

「各種通知メールの受け取る種

類を変更する」を選択します。  ⑩  

 

通知を希望する内容にチェック

を つ け 【 変 更 確 定 】 を 押 し ま

す。  

⑪  

 

希望通知メール変更完了  
画面が表示されます。  
が 表 示 さ れ ま す 。  

⑨  

 

⑫  

 

システム編  

「自治体を選択」から「府営公園」  

を選択します。  

利用自治体で「大阪府」  
を選択します。  

②  

 

④   

 

「 施 設 の 空 き 状 況 を確 認 ・ 予 約 は こ ち ら」 を
選択します。  

③  

 

「サービス利用」を選択します。  

http://opas.jp/
http://opas.jp/m/
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オーパス・スポーツ施設情報システムは、パソコンから利用できます。  

 

パソコン・スマートフォンで利用できるサービス  
 パソコンでは次のサービスを利用できます。利用者登録をしている場合とし
ていない場合では、利用できるサービスが異なります。  

 

登録者用ログイン  

 

空き照会・予約  

 

予約照会・取消  

 

利用実績照会  

 

抽選申込  

 

抽選照会確定  

 

利用者設定変更   

 

利用者登録廃止申請  

 

本日のお知らせ   

 

操作履歴照会  

  

 

空き状況照会（継続ログインをすれば、予約へ進めます）  

 

抽選対象日のご案内  

 

抽選結果の確認（未登録者）  

 

本日のお知らせ  

 

パスワードの登録  

 

 

利用者登録された方のメニューです。  

 

 

 

 

 

 

※一部のページで JavaScriptを使用しています。ブラウザの設定によっ
て、 JavaScriptを無効にしていた場合、正しく表示されない可能性が
あります。  

※情報を安全に送受信するために、 SSL(SecureSocketLayer)暗号化通信
を導入しています。  

システム編  

 
  パソコン・スマートフォンでの利用 
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施設利用の申込み（登録者用）  
 オーパスのホームページから、画面の案内に沿ってご利用ください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基本的な操作方法  
 

オーパスのホームページにアクセスします。  

【 URL】 http://opas.jp/  

「自治体を選択」から「府営公園」を選択します。  

利用者番号、パスワードを入力し、【ログ イン】を
押します。  

 

①  

 

②   

 

④   

 

「施設の空き状況を確認・予約はこちら」を選択します。  ③   

 

システム編  

利用したいメニューを選択します。  
 

案内に沿ってご利用ください。  

 
⑥  

 

⑤  

 

http://opas.jp/
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オーパス・スポーツ施設情報システムは、携帯ウェブ（※）から利用できます。  

  ※ＮＴＴドコモ、ＳｏｆｔＢａｎｋ、ａｕの３キャリアで利用できます。  

  

 

携帯ウェブで利用できるサービス  
 携帯ウェブでは次のサービスを利用できます。利用者登録をしている場合と
していない場合では、利用できるサービスが異なります。  

 

登録者用ログイン  

 

空き照会・予約  

 

予約照会・取消  

 

利用実績照会  

 

抽選申込  

 

抽選照会確定  

 

利用者設定変更   

 

利用者登録廃止申請   

 

本日のお知らせ   

 

 

空き状況照会（継続ログインをすれば、予約へ進めます）  

 

抽選対象日のご案内  

 

抽選結果の確認（未登録者）  

 

      本日のお知らせ  

 

パスワードの登録  

 

 

 

 

利用者登録された方のメニューです。  

 

 
 

 
  携帯ウェブでの利用  

システム編  
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施設利用の申込み（登録者用）  
 オーパスのウェブサイトから、画面の案内に沿ってご利用ください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
基本的な操作方法  

 

オーパスのウェブサイトにアクセスします。  
【 URL】 http://opas.jp/m/  

利用する団体を選択します。  

④  

 

②   

 

③   

 

利用者番号、パスワードを入力し、【ログイン】
を押します。  

システム編  

「サービス利用」を選択します。  

①   

 

⑤  

 

⑥  

 

 

 

 

 

利用したいメニューを選択します。  

案内に沿ってご利用ください。  

http://opas.jp/
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オーパス・スポーツ施設情報システムは、参加団体の主要な施設に、自 由に
利用できる端末機を設置しています。端末を設置した団体以外のサービスも
利用できます。  

街頭端末機は、画面に表示されるメニューを直接、指で触れることによって
操作します。  

 

街頭端末機で利用できるサービス  
 サービスの選択や必要な項目の入力は、その都度、画面で案内します。案内
に沿って操作してください。  

 

登録者用ログイン  

 

空き照会・予約  

 

予約照会・取消  

 

利用実績照会  

 

抽選申込  

 

抽選照会確定  

 

利用者設定変更   

 

利用者登録廃止申請   

 

本日のお知らせ   

 

操作履歴照会   

 

空き状況照会（継続ログインをすれば、予約へ進めます）  

 

抽選対象日のご案内  

 

抽選結果の確認（未登録者）  

 

本日のお知らせ  

 

パスワードの登録  

 

 

 

利用者登録された方のメニューです。  

 

 
  街頭端末機での利用  

システム編  



 

 

 

38 

 

 

 

 

●メニューや情報を選択する場合  
 

 

利 用 し た い メ ニ ュ ー や 情 報 な ど の 表 示 さ
れているところを指で触れてください。  

指で触れる場所は    （ボタンの形）  

で示されています。  

 

 

 

 

 

●利用者番号とパスワードを入力する場合  
 

 

 

        利用者番号とパスワードを入力し、  

「ログイン」ボタンを押してください。  

 

 

 

 

 

 

●数字を入力する場合  
 

 

 

           を押すと、画面にキーが表示され  

        ますので、１桁ずつキーを指で触れて  

数字を入れてください。  

 

 

 

 

 

●機密対策について  

利用申請の申込や取消など、確定ボタン押下時に暗証番号入力を促し認証を
行います。  

これにより、本人以外のアクセスによる「なりすまし」を防止します。  

 
基本的な操作方法  

 

 

  

 

  

システム編  
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オーパス・スポーツ施設情報システムは、電話で操作できます。  

トーン信号（「ピッ、ポッ、パッ」というプッシュ音）の出せる電話で利用で
きます。  

 

 

 

①            （自動応答電話）へ電話をかけます。  

②コンピュータの音声案内に従って、プッシュボタンを操作します。  

③用件が済めば、ガイドブックまたはコンピュータの案内に従って電話を切
ります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

知っておくと便利な操作  
 

●入力を間違えたとき  

 ダイヤル操作後、コンピュータが「○○ですね、よろしければ、・・・」と
いう確認を行います。  

 間違いに気付いたときは、次に入力する桁数分の  ９  を入力すれば、メニ
ュー番号入力へ戻ります。サービス番号を途中で変更したい場合は、メニュ
ー番号  ９  ９  を入力してください。  

 サービス番号入力に戻ってやり直す事が出来ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    電話での利用  

基本的な操作方法  
 
06-4796-8801 

＊ダイヤル回線でも利用できます  
ダイヤル回線の電話でオーパスを利用する場合、普通に電話番号をダイヤ
ルした後、「トーン」（「プッシュ」と表示のものや「＊」で兼用している
電話機もあります）を押すことで「ピッ、ポッ、パッ」という音（トーン
信号）が出るようになります。  

〔例〕  
 ①ご希望の種目番号を３桁でどうぞ   ⇒   
 
    ②「テニス」ですね。よろしければご希望の  
     施設番号を４桁でどうぞ   ⇒  
     （要求されている桁数分の      でメニュー番号入力へ  

戻ります。）  
 
    ③メニュー番号を２桁でどうぞ  ⇒  
 
    ④ただいまから抽選の申込みを受け付けます  

4 1 1 

9 9 9 9 

9 

1 1 

システム編  
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●案内メッセージを途中で打ち切りたいとき  

 案内メッセージが流れている間でも、次に行うべきダイヤル操作をすれば、
入力を受け付け、案内メッセージを中断します。  

 ※メッセージの途中で入力を開始することで案内を中断することはできま
すが、２つ先や３つ先の入力まで先行して入力していただくことはでき
ません。必ずメッセージのはじまりを確認してください。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●暗証番号の最後には ＃ を忘れずに  

 暗証番号入力時には、最後に ＃を押してください。  

 ＃の入力がないと暗証番号入力待ち状態のまま、先へ進みません。  

 

●利用者番号／暗証番号入力の注意  

 暗証番号の入力を３回続けて間違えると、コンピュータが電話を切りま
す。番号が間違いないかお確かめください。また、不正利用の疑いがあ
るときは、システムの利用を一時停止する場合があります。  

 利用者番号／暗証番号は一度入力すると、サービスを引き続き利用す
る間は、入力の必要 はありません。コンピュータの案内に従って、入
力してください。  

 

●入力時間切れ  

 コンピュータが入力を待っているのに、何も入力がない状態が一定時間
（３０秒程度）続くと、コンピュータ側で電話を切ることがあります。
電話をかける前に、入力する内容を確認しておくことをおすすめします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

〔 例 〕  

①  希望の種目番号を３桁でどうぞ。   ⇒   
 
    ②「テニス」ですね。よろしければ  ⇒  

     （メッセージの途中で施設番号        を入力）  

 
    ③「○○テニスコート」ですね。よろしければ・・・  

4 1 1 

2 1 3 1 

2 1 3 1 

ご 

注 

意 

 

 

システム編  
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はじめましょう！  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【サービス番号】  

        大阪府営公園  ･･････････････････  

        茨木市     ･･････････････････  

        堺市      ･･････････････････  

        東大阪市    ･･････････････････  

        吹田市     ･･････････････････  

        和泉市     ･･････････････････  

        高槻市     ･･････････････････  

        河内長野市   ･･････････････････  

        大阪市     ･･････････････････  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

０６－４７９６－８８０１（自動応答電話）へ  
電話をかけてください。  

サービス番号の入力・ ・ ・ ・ ・ ・  

こちらは、オーパス・システムです。  
サービス番号を４桁でどうぞ。  

５秒以上入力がない  

場合は、サービス番号  

を案内します。  

0 1 1 1 

0 1 3 1 

0 1 5 1 

0 2 1 1 

0 2 2 1 

0 2 3 1 

0 2 4 1 

0 2 6 1 

0 2 7 1 

システム編  
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【メニュー番号】  

          抽選の申込み  ･･････････････････  

          抽選結果の確認と利用申請  ･･････  

          空き情報の案内と利用申請  ･･････  

          抽選申込内容の確認  ････････････  

          抽選申込みの取消し  ････････････  

          利用申請内容の確認  ････････････  

          利用申請の取消し  ･･････････････  

          空き情報の案内  ････････････････  

          抽選申込みできる日の案内  ･･････  

          未登録者の抽選結果の確認  ･･････  

          暗証番号の変更  ････････････････  

利用者登録された方のメニューです。  

＊サービスを終わられる方は  ８  ８  番です。  

 

各メニューへ進みます。それぞれの説明は、次ページ以降に記載しています。  

 

 

 

 

これより、○○○の施設利用申込サービスを  
行います。メニュー番号を２桁でどうぞ。  

メニュー番号入力・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  

５ 秒 以 上 入 力 が な い  

場 合 は 、 メ ニ ュ ー 番 号  

を 案 内 し ま す 。  

1 1 

2 1 

3 1 

3 2 

3 3 

3 4 

6 1 

7 1 

7 2 

8 1 

操作の流れはどの施設もほぼ共通ですが、利用種目や利用時間などは、
施設によって異なりますので、施設利用編をご覧ください。  

1 2 

システム編  
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 利用者を抽選で決める施設の場合、所定の期間中に利用希望を  

申し込んでおきます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

抽選の申込み           ＜メニュー番号１１＞  
 

メニュー番号の入力 ・・・・・  

利用者番号の入力・・・  

1 1 

①  

 

暗証番号の入力・・・  ＃  

種目番号の入力・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・   

施設番号の入力・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・   

利用したい面の数や面のとり方の入力 ・ ・   

②  

 

③  

 

④  

 

⑤  

 

［例 ］  

・５月 １日 の場 合 は  

０  ５  ０  １  と４桁 で入 力 してね！  

４桁 から８桁 の数

字 とシャープ（＃）

を入 力 してね！  

詳 しいことは  

施 設 利 用 編 を見 てね！  

利 用 者 番 号 ／暗 証 番 号

は、一 度 入 力 すれば、続 けて

利 用 する間 は入 力 しなくて

いいよ。  

コンピュータの案 内 があると

きだけ入 力 してね！  

［例 ］  

＜面 の数 の場 合 ＞  

・テニスなどで２面 を利 用 したい場 合 は  

０  ２  と入 力 してね！  

＜面 のとり方 の場 合 ＞  

・体 育 館 などで1/2面 を利 用 したい場 合 は  

 １  ２  と入 力 してね！  

＊入 力 のいらない施 設 もあるよ！  

利用月日の入力・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・   ⑥  

 

施 設  
利 用 編  
O P A S  

施 設  
利 用 編  
O P A S  

施 設  
利 用 編  
O P A S  

システム編  
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利用時間帯番号の入力 ・ ・ ・ ・ ・ ・   ⑦  

 

詳 しいことは  

施 設 利 用 編 を見

てね！  

［例 ］  

＜テニスコートなどの場 合 ＞  

・９時 から１１時 までの２時 間 利 用 するときは、  

 ０  ９  ０  ２  と４桁 で入 力 してね！  

＜体 育 館 などの場 合 ＞  

・午 後 を４時 間 利 用 したいとき  

 ３  ２  ０  ４  と４桁 で入 力 してね！  

確認いたします。  

（施設名）（種目名）○月○日、○時から○時、  

○面の抽選申込みで すね。よろしけれ ば   、  

やり直す場合は   をどうぞ。  

1 

3 

施 設  
利 用 編  
O P A S  

システム編  

申込確認の入力・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  1 ⑧  

 
［例 ］  

３  を入 力 すると③の種 目 番 号 の入 力 に  

戻 ってやり直 します。  

抽選申込みを受け付けました。  

抽選結果は○月○日から○月○日までの間に  

ご確認ください。  

サービスを終了される方は    、引き続き  

利用される方は、メニュー番号を２桁でどう ぞ 。  

8 8 
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 抽選結果の当選分のみ案内しますので、利用日の確認を行って申請してくだ
さい。所定期間内に申請をしないと無効になり利用できません。  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   【Ａ】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
抽選結果の確認と利用申請    ＜メニュー番号１２＞  

 

メニュー番号の入力・・・・  

利用者番号の入力・・  

1 2 

①  

 

暗証番号の入力・・  ＃  ②  

 
４桁 から８桁 の数 字 と

シャープ（＃）を入 力 し

てね！  

利 用 者 番 号 ／暗 証 番 号 は、一

度 入 力 すれば、続 けて利 用 する

間 は入 力 しなくていいよ。  

コンピュータの案 内 があるときだ

け入 力 してね！  

当選している申込が○件あります。  

１件目は、（施設名）（種目名）○月○日、  

○時から○時、○面です。利用申請される方 は   、  

当選を辞退される方は   、  

後日利用申請される方は   をどうぞ。  

5 

1 

7 

７  を選 んだときは  

当 選 者 利 用 申 請 期

間 中 に忘 れず申 請 し

てくださいね。  

［ 注 ］ 当 選 後 、 利 用 時 間 を 短 縮 で
き る 施 設 が あ り ま す 。  
案 内 を 注 意 し て お 聞 き く だ さ い 。  

「利用申請される方」の入力 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  1 ③  

 

利用するセット数の入力 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・   ④  

 

 

利用予定人数の入力 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・   ⑤  

 

 

利 用 予 定 人 数 を９８ま

での２桁 で入 力 してね！  

９９人 以 上 のときは  

９  ８  と入 力 してね。  

利 用 施 設 に よ っ て は 、

入 力 不 要 で す 。  

施 設  
利 用 編  
O P A S  

施 設  
利 用 編  
O P A S  

システム編  
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         【Ａ】  

 

 

 

 

 

 

 

 

確認いたします。  

（施設名）（種目名）○月○日、○時から○時、

○面、○○セット、○○人の利用申請ですね。  

利用料金は○○○○円です。  

よろしければ   、やり直す場合は   をどうぞ。  3 1 

テニスコートのように面 が多 いところでは、  

コンピュータが割 り当 てたコート番 号 を通 知  

する施 設 があるよ。メモを用 意 しておいてね。  

確認の入力・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  1 ⑥  

 

３  を 入 力 す る と 【 Ａ 】 に 戻 っ て 、  
 も う 一 度 同 じ 当 選 結 果 に つ い て  
 や り 直 し ま す 。  

利用申請を受付けました。  

○月○日にご指定の口座から引き落とします。  

当選した内容は以上です。  

サービスを終了される方は、    、引き続き  

利用される方は、メニュー番号を２桁でどう ぞ 。  

8 8 

システム編  

他にも当選がある場合 は、  

次の当選内容について【Ａ】

から繰り返します。  
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 空き情報を案内し、先着順で利用申請を受け付けます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
空き情報の案内と利用申請    ＜メニュー番号２１＞  

 

種目番号の入力・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・   

施設番号の入力・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・   

利用したい面の数や面のとり方の入力 ・ ・   

③  

 

④  

 

⑤  

 

詳しいことは  
施設利用編を見てね！  

［例 ］  

＜面 の数 の場 合 ＞  

・テニスで２面 を利 用 したい場 合 は  ０  ２  と入 力 。  

＜面 のとり方 の場 合 ＞  

・体 育 館 で1 / 2面 を利 用 したい場 合 は  １  ２  と  

入 力 してね！  

利用時間番号の入力 ・ ・ ・ ・ ・ ・  ⑥  

 

詳 しいことは  

施 設 利 用 編 を

見 てね！  

［例 ］・２時 間 利 用 するときは、  ０  ２  ０  ０  と入 力 。  

・３時 間 利 用 するときは、  ０  ３  ０  ０  と入 力 してね！  

メニュー番号の入力・・・  

利用者番号の入力・・  

2 1 

①  

 

暗証番号の入力・・  ＃  ②  

 

４桁 から８桁 の数 字 と

シャープ（＃）を入 力 し

てね！  

利 用 者 番 号 ／暗 証 番 号 は、一

度 入 力 すれば、続 けて利 用 する

間 は入 力 しなくていいよ。  

コンピュータの案 内 があるときだ

け入 力 してね！  

施 設  
利 用 編  
O P A S  

施 設  
利 用 編  
O P A S  

施 設  
利 用 編  
O P A S  

「○時間」ですね。  
よろしければ、（施設名）には、  
「○月」「×月」に空きがあります。  
利用月日を４桁でどうぞ。  空 き利 用 申 請 できる

月 を案 内 するよ。  

システム編  

利用希望月日の入力 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・   ⑦  

 

［例 ］入 力 した月 日 以 降 の空 きのある日 をすべて案 内 します。  

   ６月 ５日 のときは  ０  ６  ０  ５  と４桁 で入 力 してね！  
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「○月○日」以降には、「○日」「○日」 ･･･に空き
があります。ご希望の利用日を２桁でどうぞ。  

指 定 し た 日 か ら 月 末 ま で に  
空 き が な い と き は ⑦ に 戻 り ま す 。  

利用希望日付の入力 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・   
⑧  

 

「○月○日」には、「○時」「○時」 ･･･に空きがあ
ります。ご希望の開始時間を４桁でどうぞ。  

利用希望の開始時間を入力 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  ⑨  

 

  

［例 ］５日 のときは  

０  ５  と２桁 で入 力

してね！  

［例 ］９時 からなら  ０  ９  ０  ０  、１３時 からなら  

   １  ３  ０  ０  と４桁 で入 力 してね！  

＊時 間 が希 望 にあわない時 は、  

 ８  ８  ８  ８  と入 力 すれば⑦に戻 ってやり直 せます。  

 

利用するセット数の入力 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・   ⑩  

 

利用予定人数の入力 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・   
⑪  

 

利用施設によっては、  
入力不要です。  

確認いたします。  
（施設名）（種目名）○月○日、○時から○時、○面、  
○○セット、○○人の利用申請ですね。  
利用料金は○○○円です。  
よろしければ   、やり直す場合は   をどうぞ 。  1 3 

利 用 予 定 人 数

を９８までの２桁

で入 力 してね！  

９９人 以 上 のと

きは９  ８  と入

力 してね。  

テニスコートのように面

が多 いところでは、コン

ピュータが割 り当 てたコ

ート番 号 を通 知 する施

設 があるよ。メモを用

意 しておいてね。  

確 認 の 入 力 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  1 ⑫  

 

利用申請を受付けました。  

○月○日にご指定の口座から引き落とします。  

サービスを終了される方は    、引き続き利

用される方は、メニュー番号を２桁でどうぞ。  

8 8 

３  を 入 力 す る

と ③ の 種 目 番 号

の 入 力 か ら 繰 り

返 し ま す 。  

施 設  
利 用 編  
O P A S  

システム編  
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 抽選申込みされた内容を確認できます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Ａ】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   【Ａ】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
抽選申込内容の確認      ＜メニュー番号３１＞ 

 

メニュー番号の入力・・・・・  

利用者番号の入力・・  
①  

 

暗証番号の入力・・  ②  

 
４桁 から８桁 の数 字

とシャープ（＃）を  

入 力 してね！  

利 用 者 番 号 ／暗 証 番 号 は、一 度

入 力 すれば、続 けて利 用 する間 は

入 力 しなくていいよ。  

コンピュータの案 内 があるときだけ

入 力 してね！  

抽選のお申込みは○件あります。  

１件目は、（施設名）（種目名）○月○日、○時から○時、  

○面です。繰返しお聞きになる方は、  

次の内容を確認される方は   をどうぞ。  

1 

3 

次の内容の確認・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  3 ③  

 

２件目以降も、同様にすべての申込みについて

【Ａ】から繰り返します。  

［注］打ち切るときは、電話を切ってください。  

抽選のお申込みは以上です。  

サービスを終了される方は    、引き続き利用

される方は、メニュー番号を２桁でどうぞ。  

8 8 

3 1 

システム編  

＃  
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抽選申込みの取消しを受け付けます。取消しは、抽選日の前日まで可能です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【Ａ】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Ａ】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
抽選申込みの取消し       ＜メニュー番号３２＞ 

 

メニュー番号の入力・・・・・  

利用者番号の入力・・  
①  

 

暗証番号の入力・・  ②  

 
４桁 から８桁 の数 字

とシャープ（＃）を入

力 してね！  

利 用 者 番 号 ／暗 証 番 号 は、一 度

入 力 すれば、続 けて利 用 する間 は

入 力 しなくていいよ。  

コンピュータの案 内 があるときだけ

入 力 してね！  

抽選のお申込みは○件あります。  

１件目は、（施設名）（種目名）○月○
日、○時から○時、○面です。  
取消しされる方は、  
取消しされない方は   をどうぞ。  

1 

3 

取消しの入力・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  1 

3 2 

③  

 

３  を入 力 すると、この

申 込 みを取 り消 さず

に次 の内 容 を案 内 す

るよ！  

抽選申込みを取り消してもよろしいですね。  

よろしければ   、やり直す場合は   をどうぞ。  1 3 

取消しの確認 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  1 ④  

 

抽選申込みを取り消しました。  

３  を 入 力 す る と
同 じ 申 込 み に つ
い て 【 Ａ 】 に 戻
っ て や り 直 し ま
す 。  

２件目以降も、同様にすべての申込みについて

【Ａ】から繰り返します。  

［注］打ち切るときは、電話を切ってください。  

抽選のお申込みは以上です。  

サービスを終了される方は    、引き続き利用さ

れる方は、メニュー番号を２桁でどうぞ。  

8 8 

システム編  

＃  
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利用申請された内容を確認することができます。申請内容を忘れたときや、
テニスコートなど、コンピュータがコートを割り当てる施設の利用コート
番号の確認に使用してください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Ａ】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    【Ａ】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
利用申請内容の確認       ＜メニュー番号３３＞ 

 

メニュー番号の入力・・・・・  

利用者番号の入力・・・  
①  

 

暗証番号の入力・・・  ＃  ②  

 
４桁 から８桁 の数 字 と

シャープ（＃）を入 力 し

てね！  

利 用 者 番 号 ／暗 証 番 号 は、一 度

入 力 すれば、続 けて利 用 する間 は

入 力 しなくていいよ。  

コンピュータの案 内 があるときだけ

入 力 してね！  

3 3 

利用される月の入力 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・   ③  

 

５月 のときは０  ５  と２

桁 で入 力 してね！  

○月の利用申請は○件あります。  

１件目は、（施設名）（種目名）○月○日、○時から○時、  

○面、○セット、○人です。繰返しお聞きになる方は  、

次の内容を確認される方は   をどうぞ。  

1 

3 

次の内容の確認・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  3 ④  

 

２件目以降も、同様にすべての利用申請に  

ついて【Ａ】から繰り返します。  

［注］打ち切るときは、電話を切っ て く だ さ い 。  

利用申請は以上です。  

サービスを終了される方は    、引き続き利用さ

れる方は、メニュー番号を２桁でどうぞ。  

8 8 

１  を入 力 すると  

同 じ内 容 をもう  

一 度 聴 けるよ。  

システム編  
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 利用申請の取消しをする場合に利用します。  

 なお、取消しの取扱いは施設によって異なります。  

 施設利用編をご覧ください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【Ａ】  

 

 

 

 

 

 

 

 

取り消してもよろしいですね。よろしければ   、  

やり直す場合は   をどうぞ。  

 
利用申請の取消し        ＜メニュー番号３４＞ 

 

メニュー番号の入力・・・・・  

利用者番号の入力・・  
①  

 
暗証番号の入力・・  ②  

 
４桁 から８桁 の数 字

とシャープ（＃）を入

力 してね！  

利 用 者 番 号 ／暗 証 番 号 は、一

度 入 力 すれば、続 けて利 用 する

間 は入 力 しなくていいよ。  

コンピュータの案 内 があるときだ

け入 力 してね！  

3 4 

利用月の入力 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・   ③  

 

５月 のときは０  ５  と２

桁 で入 力 してね！  

○月の利用申請は○件あります。  

１件目は、（施設名）（種目名）○月○日、○時か

ら○時、○面、○セット、○人です。取消しされ

る方は   、 取 消 し さ れ な い 方 は   を ど う ぞ 。  1 3 

取消しの入力 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  1 ④  

 

利用申請を取り消しました。（規定の料金

○○○円を○月○日にご指定の口座から

引き落とします。）  

1 

3 

取消しの確認 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  1 ⑤  

 

２件目以降も、同様にすべての利用申請に  

ついて【Ａ】から繰り返します。  

［注］打ち切るときは、電話を切っ て く だ さ い 。  

利用申請は以上です。  

サービスを終了される方は    、引き続き利用され

る方は、メニュー番号を２桁でどうぞ。  

8 8 

３  を入 力 すると、案 内 さ

れた申 請 をとばして、次 の

申 請 を案 内 します。取 消

たい申 請 が案 内 されるま

で、３  を使 うといいね。  

取 消 し に 規 定 の 料 金
が か か る 場 合 は 、  
そ の 案 内 を し ま す 。  

念 の た め も う 一 度 確 認 し
ま す 。 ３  を 入 力 す る と
【 Ａ 】 に 戻 り 、 同 じ 申 請
に つ い て や り 直 し ま す 。  

システム編  

＃  
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 施設ごとに、空き情報を案内します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
空き情報の案内         ＜メニュー番号６１＞ 

 

メニュー番号の入力 ・・・・・・  6 1 

施設番号の入力・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・   
①  

 

（施設名）には、「○月」「○月」に空きがあります。  
ご希望の利用月日を４桁でどうぞ。  

利用希望月日の入力 ・ ・ ・ ・ ・ ・   
②  

 

○月○日以降には、○日、○日、・・・、○日に  
空きがあります。ご希望の利用日を２桁でどうぞ。  

利用希望日の入力・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  ③  

 

○月○日には、○時、○時、・・・、○時に空きが
あります。  

サ ービスを終了される方は    、引き続き  

利用される方は、メニュー番号を２桁でどうぞ。  

8 8 

施 設  
利 用 編  
O P A S  

施 設 利 用 編 を

見 てね！  

［例 ］６月 ５日 のと

きは、  

０  ６  ０  ５   

と４桁で入 力 して

ね！  

［例 ］５日 のとき

は ０  ５  と２桁 で

入 力 してね！  

システム編  
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 次回の抽選で抽選対象となっている日を施設ごとに案内します。  

 このメニューは、抽選申込受付期間中にご利用できます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
抽選申込みできる日の案内   ＜メニュー番号７１＞ 

 

メニュー番号の入力・・・・・  7 1 

施設番号の入力・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・   
①  

 

施 設  
利 用 編  
O P A S  

施 設 利 用 編 を見

てね！  

希望月の入力 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・   ②  

 

［例 ］６月 のときは  

０  ６  と２桁 で入 力 して

ね！  

（施設名）○月の抽選申込みできない日について  
お知らせします。  
抽選申込みできない日は、○日、○日、・・・○日で
す。  
［注］抽選申込可能な日、または不可能 な日 の  
う ち 、 ど ち ら か 少 な い 方 を 案 内 し ま す 。  

システム編  

サービスを終了される方は    、  

引き続き利用される方は、メニュー番号

を２桁でどう ぞ 。  

8 8 
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 抽選結果の当選分のみ案内します。利用日を確認して、所定の窓口へ行って  

 利用申請をしてください。所定の期間内に利用申請しないと、当選が無効と  

 なり利用できません。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【Ａ】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
未登録者の抽選結果の確認   ＜メニュー番号７２＞ 

 

メニュー番号の入力・・・・・  

あなたの電話番号を市外局番から入力  

・ ・ ・  
①  

 

7 2 

受付番号の入力・ ・ ・   
②  

 

 

当選している申込みが○件ありますので、窓口へ  
行って利用申請を行ってください。  

１件目は、（施設名）（種目名）○面、○月○日、  

○時から○時です。繰返しお聞きになる方は   、  

次の内容を確認される方は   をどうぞ。  

1 

3 

次の内容の確認・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  3 
③  

 

２件目以降も、同様にすべての申込みについて

【Ａ】から繰り返します。  

［注］打ち切るときは、電話を切ってください。  

当選した申込は以上です。  

サービスを終了される方は    、引き続き  

利用される方は、メニュー番号を２桁でどう ぞ 。  

8 8 

１  を入 力 すると  

同 じ内 容 をもう  

一 度 聴 けるよ。  

＃  
電 話 番 号 と  

シャープ（＃）を  

入 力 してね！  
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 暗証番号を変更します。暗証番号は４～８桁の数字で自由に設定できます。  

 誕生日や電話番号など、他の人が簡単に予想できる番号は避けてください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
暗証番号の変更         ＜メニュー番号８１＞ 

 

暗証番号の入力・・・  

メニュー番号の入力・・・・  

利用者番号の入力・・・  ①  

 

②  

 ４桁 から８桁 の数

字 とシャープ（＃）

を入 力 してね！  

利 用 者 番 号 ／暗 証 番 号 は、

一 度 入 力 すれば、続 けて利 用

する間 は入 力 しなくていいよ。  

コンピュータの案 内 があるとき

だけ入 力 してね！  

8 1 

暗証番号は４桁から８桁で設定できます。  

新しい暗証番号に続けてシャープ   をどうぞ。  ＃  

新しい暗証  

番号の入力  ③  

 

新 しい暗 証 番 号  

４桁 から８桁 の数 字

とシャープ（＃）を入

力 してね！  

古 い 暗 証 番 号 と 同 じ 番 号  
は 指 定 で き ま せ ん 。  

新しい暗証  

番号の再入力  ④  

 

暗証番号を変更しました。  

サービスを終了される方は    、引き続き  

利用される方は、メニュー番号を２桁でどう ぞ 。  

8 8 

システム編  
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・・・  

・・・  ＃  
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取扱金融機関

　

ﾌ ﾘ ｶ ﾞﾅ

（〒　　　　－　　　　　　　　）　　　　

※書類の流れ　①申請者⇒②銀行

暗証番号 ４ ～ ８ 桁 の 数 字 を ２ 枚 目 に 記 入 し て く だ さ い

（年齢　　　　　歳）

５．この取扱いについて、万一紛議が生じても貴行には迷惑をかけません。

検印

　　 　　　年　 　　月　 　　日

住　　所

  (        )               -

　　などいっさいいたしませんから、貴行所定の方法で処理してく ださい。

電話番号

御　中

　　　　　　（西暦）　　　　　　　　　　　　　　　年　　　　　　　　　月　　　　　　　　日

氏　　名

（様式第１号）

  私が納入すべき公園緑地使用料等については、次のとおり、私名義の指定預金

預 金 口 座 振 替 納 入 依 頼 書 （ 甲 ）

大阪府公園緑地使用料等専用

氏 名

　　　　　　　　銀行　　　　　　　　支店

口座から振替納入することについて　新規・変更・廃止　申請いたしますので、

指 定 預 金
口 座

銀 行

該当する部分を○で囲んでください。

金 融 機 関 使 用 欄

金融機関コード 支店コード

銀
行
届

出
印

記

１　　普通

口　座　番　号

受付

６．この方法により納入したときは、領収証書の発行を必要としません。

印鑑照合

科目

預金の種類
（口座番号が７桁未満の場合は、前
に０を付けて右づめで記入してくだ
さい。）

１．振替日は、毎月府の指定する日とする。（ただし、振替日が休日の場合は翌営業日）

口 座
名 義 人

２．普通預金の支払い手続きについては、普通預金規定にかかわらず普通預金通帳、及び普通預金払戻請求

ﾌﾘｶﾞﾅ

電話番号   (        )               -

連　絡　先
(住所と異なる場合

のみ記入要）

生年月日

  (申請者が
   未成年者の場合
   のみ記入要）

ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ保　護　者

・フリガナを記入されるときは、姓と名の間は１字あけ、「゛」や「゜」も１字としてご記入ください。
・１５歳未満の方は登録いただけません。また、１８歳未満の方は保護者の同意が必要です。

登
録
申
請
者

下記事項確認の上、この旨依頼します。

金融機関保存用

３．指定預金口座の残高が、振替日において納付書（再請求分を含む。）記載の金額に満たないときには、私に

　　通知することなく 、ただちに納付書を返却されても異議ありません。

４．この預金口座振替契約は、貴行又は大阪府が必要と認めた場合は解除されても異議ありません。

取 扱 店
記 入 欄

名 称

氏 名

（〒　　　　－　　　　　）　　　
所 在 地
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  私が納入すべき公園緑地使用料等については、次のとおり、私名義の指定預金

口座から振替納入することについて　新規・変更・廃止　申請いたしますので、

下記事項確認の上、この旨依頼します。あわせて、大阪府スポーツ施設情報シス

テムの利用者登録についても、大阪府オーパス・スポーツ施設情報システム運営

要綱を承認のうえ同様の申請をいたします。

取扱金融機関

　

ﾌ ﾘ ｶ ﾞﾅ

※書類の流れ　①申請者⇒②銀行⇒③申請者⇒④大阪府

暗証番号

（年齢　　　　　歳）

本人確認

大阪府提出用 受付公園 受付日 入力日 担当者

名 称

所 在 地
（〒　　　　－　　　　　）　　　

電話番号

電話番号   (　　　　 )　　　　　　-　

ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ

  (        )               -

保　護　者

  (申請者が
   未成年者の場合
   のみ記入要）

登
録
申
請
者

氏 名

氏　　名

（〒　　　　－　　　　　　　　）　　　　

生年月日

住　　所

ﾌﾘｶﾞﾅ

　　　　　　（西暦）　　　　　　　　　　　　　　　年　　　　　　　　　月　　　　　　　　日

　　通知することなく 、ただちに納付書を返却されても異議ありません。

４．この預金口座振替契約は、貴行又は大阪府が必要と認めた場合は解除されても異議ありません。

５．この取扱いについて、万一紛議が生じても貴行には迷惑をかけません。

６．この方法により納入したときは、領収証書の発行を必要としません。

・暗証番号は、４桁から８桁までの数字を記入してください。

大 阪 府 記 入 欄 利 用 者 番 号 登 録 料

１　　普通

記

徴収

１．振替日は、毎月府の指定する日とする。（ただし、振替日が休日の場合は翌営業日）

２．普通預金の支払い手続きについては、普通預金規定にかかわらず普通預金通帳、及び普通預金払戻請求 金 融 機 関 使 用 欄
　　などいっさいいたしませんから、貴行所定の方法で処理してく ださい。

金　　融　　機　　関
承　　 　 諾 　　　印

３．指定預金口座の残高が、振替日において納付書（再請求分を含む。）記載の金額に満たないときには、私に

指 定 預 金
口 座

　　　　　　　　銀行　　　　　　　　支店
預金の種類

口　座　番　号

（口座番号が７桁未満の場合は、前
に０を付けて右づめで記入してくだ
さい。）

取 扱 店
記 入 欄

金融機関コード 支店コード

科目

口 座
名 義 人 氏 名

大阪府公園緑地使用料等専用

預金口座振替納入依頼書（乙）兼大阪府スポーツ施設情報システム利用者登録申請書

 大阪府知事　 様

銀 行

連　絡　先
(住所と異なる場合

のみ記入要）

　　　　 　年　 　　月　 　　日

（様式第２号）
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  私が納入すべき公園緑地使用料等については、次のとおり、私名義の指定預金

口座から振替納入することについて　新規・変更・廃止　申請いたしますので、

下記事項確認の上、この旨依頼します。あわせて、大阪府スポーツ施設情報シス

テムの利用者登録についても、大阪府オーパス・スポーツ施設情報システム運営

要綱を承認のうえ同様の申請をいたします。

取扱金融機関

　

ﾌ ﾘ ｶ ﾞﾅ

※書類の流れ　①申請者⇒②銀行⇒③申請者⇒④大阪府⇒⑤申請者

本人控

暗証番号

所 在 地
（〒　　　　－　　　　　）　　　

大阪府公園緑地使用料等専用 （様式第３号）

氏 名

名 称

（〒　　　　－　　　　　　　　）　　　　

（年齢　　　　　歳）

住　　所

登
録
申
請
者

  (        )               -

ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ

  (申請者が
   未成年者の場合
   のみ記入要）

電話番号

保　護　者

連　絡　先
(住所と異なる場合

のみ記入要）

氏　　名

生年月日 　　　　　　（西暦）　　　　　　　　　　　　　　　年　　　　　　　　　月　　　　　　　　日

ﾌﾘｶﾞﾅ

電話番号   (　　　　 )　　　　　　-　

５．この取扱いについて、万一紛議が生じても貴行には迷惑をかけません。

６．この方法により納入したときは、領収証書の発行を必要としません。

・暗証番号は、４桁から８桁までの数字を記入してください。

大 阪 府 記 入 欄 利 用 者 番 号 登 録 料 徴収

３．指定預金口座の残高が、振替日において納付書（再請求分を含む。）記載の金額に満たないときには、私に

　　通知することなく 、ただちに納付書を返却されても異議ありません。

４．この預金口座振替契約は、貴行又は大阪府が必要と認めた場合は解除されても異議ありません。

記

１．振替日は、毎月府の指定する日とする。（ただし、振替日が休日の場合は翌営業日）

２．普通預金の支払い手続きについては、普通預金規定にかかわらず普通預金通帳、及び普通預金払戻請求

　　などいっさいいたしませんから、貴行所定の方法で処理してく ださい。

指 定 預 金
口 座

　　　　　　　　銀行　　　　　　　　支店
預金の種類

口　座　番　号

（口座番号が７桁未満の場合は、前
に０を付けて右づめで記入してくだ
さい。）

取 扱 店
記 入 欄

金融機関コード 支店コード

科目 １　　普通

預金口座振替納入依頼書兼大阪府スポーツ施設情報システム利用者登録申請書（控）

 大阪府知事　 様

銀 行 　　　　 　年　 　　月　 　　日

口 座
名 義 人 氏 名

※ 暗証番号等確認のため、大切に保管しておいてください。

 

資  料  編  



 

 

 

60 

                          

お取扱いできる金融機関  

りそな銀行、三菱ＵＦＪ銀行、三井住友銀行、 関西みらい銀行、池田泉州銀行  

以上の５銀行の国内の本支店  

 

大阪府オーパス・スポーツ施設情報システム運営要綱  

 

（ 適 用 の 範 囲 ）  

第 １ 条   大 阪 府 オ ー パ ス ・ ス ポ ー ツ 施 設 情 報 シ ス テ ム 運 営 要 綱 （ 以 下 「 要 綱 」 と い う 。） は

、 大 阪 府 都 市 公 園 条 例 （ 昭 和 ３ ２ 年 大 阪 府 条 例 第 ３ ０ 号 ） に 基 づ く 公 園 施 設 の 使 用 の う ち

、 大 阪 府 オ ー パ ス ・ ス ポ ー ツ 施 設 情 報 シ ス テ ム （ 以 下 「 オ ー パ ス ・ シ ス テ ム 」 と い う 。）

へ の 登 録 及 び オ ー パ ス ・ シ ス テ ム の 利 用 に よ る 抽 選 の 申 込 み と 利 用 申 請 並 び に こ れ ら の 取

消 （ 以 下 「 申 請 行 為 等 」 と い う 。） を 行 う 利 用 者 に つ い て 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る

。  

（ 登 録 申 請 ）  

第 ２ 条  オ ー パ ス ・ シ ス テ ム に よ り 申 請 行 為 等 を 行 う 者 は 、 本 要 綱 を 承 認 の う え 所 定 の 申 請

書 （ 様 式 第 １ 号 な い し 第 ３ 号 ） に よ り 、 大 阪 府 に 利 用 者 登 録 を 申 請 し 、 登 録 を 受 け な け れ

ば な ら な い 。  

（ 登 録 資 格 ）  

第 ３ 条   満 １ ８ 歳 に 満 た な い 者 の 利 用 者 登 録 は 認 め な い 。 た だ し 、 満 １ ８ 歳 に 満 た な い 者 の

う ち 、 満 １ ５ 歳 以 上 の 者 で 、 そ の 親 権 者 等 の 同 意 が あ る 者 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。  

２ 第１５条（１）（２）（３）又は（６）の事由により登録を抹消された者の利用者登録は認めない。

た だ し 、 当 該 抹 消 事 由 が 解 消 し 、 大 阪 府 が 利 用 者 登 録 を 行 う こ と に つ い て 支 障 が な い と 認

め た 場 合 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。  

（ 利 用 者 登 録 等 ）  

第 ４ 条  大 阪 府 は 、 利 用 者 登 録 の 申 請 が あ っ た 場 合 は 、 所 定 の 方 法 に よ り 遅 滞 な く 利 用 者 登

録 を 行 い 、 当 該 申 請 者 に 申 請 書 本 人 控 （ 様 式 第 ３ 号 ）、 利 用 者 番 号 、 暗 証 番 号 及 び パ ス ワ

ー ド を 記 載 し た 利 用 者 登 録 案 内 通 知 書 、 オ ー パ ス ・ ス ポ ー ツ 施 設 情 報 シ ス テ ム ガ イ ド ブ ッ

ク 及 び オ ー パ ス ・ カ ー ド （ 以 下 「 カ ー ド 」 と い う 。） を 交 付 す る も の と す る 。   

２  前 項 の 交 付 を 受 け た 者 （ 以 下 「 登 録 者 」 と い う 。） は 、 同 項 の 利 用 者 番 号 、 暗 証 番 号 、

パ ス ワ ー ド 及 び カ ー ド を 善 良 な る 管 理 者 の 注 意 を も っ て 使 用 し 、 管 理 し な け れ ば な ら な い

。  

（ 有 効 期 間 と 登 録 料 等 ）                          

第 ５ 条   利 用 者 登 録 の 有 効 期 間 は 、 大 阪 府 が 登 録 を 行 っ た 日 の 翌 月 の １ 日 か ら 起 算 し て ３ 年

間 と す る 。  

２  利 用 者 登 録 の 更 新 を 希 望 す る 登 録 者 は 、 有 効 期 間 が 終 了 す る 月 (以 下 「 更 新 月 」 と い う 。

） の ２ ヶ 月 前 か ら 更 新 月 の 月 末 ま で の 間 に 、 登 録 者 本 人 が 、 所 定 の 更 新 手 続 を 行 う も の と

す る 。  

３  前 項 の 更 新 手 続 を 行 っ た 登 録 者 の 利 用 者 登 録 の 有 効 期 間 は 、 更 新 月 の 翌 月 か ら ３ 年 間 延

長 さ れ る も の と し 、 以 降 の 更 新 手 続 に つ い て は 、 前 項 と 同 様 と す る 。  

４  登 録 者 は 大 阪 府 に 対 し 、 登 録 料 ５ ０ ０ 円 (登 録 更 新 時 に は 登 録 更 新 料 ３ ０ ０ 円 ） を 所 定 の

方 法 に よ り 納 入 す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 納 入 さ れ た 登 録 料 及 び 登 録 更 新 料 （ 以

下 「 登 録 料 等 」 と い う 。） は 理 由 の 如 何 を 問 わ ず 返 還 し な い 。  

（ 登 録 者 が 利 用 で き る サ ー ビ ス ）                  
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第 ６ 条  登 録 者 は オ ー パ ス ･シ ス テ ム に よ り 申 請 行 為 等 を 受 け 付 け る 施 設 に 関 し て 、 本 人 の 利

用 者 番 号 、 暗 証 番 号 、 パ ス ワ ー ド そ の 他 所 要 の 事 項 を 入 力 す る こ と に よ り 、 次 の 手 続 き に

つ い て 、 オ ー パ ス ・ シ ス テ ム に よ る サ ー ビ ス を 受 け る こ と が で き る 。 な お 、 こ の 入 力 に つ

い て は 、 原 則 と し て 登 録 者 本 人 が 行 う も の と す る 。  

 （ １ ）  抽 選 申 込 み                                  

 （ ２ ）  抽 選 結 果 の 確 認  

（ ３ ）  利 用 申 請        

 （ ４ ）  抽 選 申 込 及 び 利 用 申 請 の 取 消                  

 （ ５ ）  口 座 振 替 に よ る 料 金 の 納 入  

（ 施 設 利 用 時 の 注 意 事 項 ）                  

第 ７ 条   オ ー パ ス ・ シ ス テ ム に よ り 利 用 申 請 し た 施 設 の 利 用 に つ い て は 、 登 録 者 本 人 が 行 わ

な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 利 用 に あ た っ て は 、 登 録 者 は 、 当 該 施 設 の 利 用 に 関 す る 定 め を 遵 守 す る と と も に

、 施 設 を 利 用 す る 際 、 カ ー ド を 携 帯 し 、 施 設 管 理 者 の 求 め が あ れ ば こ れ を 提 示 し な け れ ば

な ら な い 。  

（ 使 用 料 及 び 登 録 料 等 の 納 入 ）                  

第 ８ 条   オ ー パ ス ・ シ ス テ ム に よ り 利 用 申 請 を 行 っ た 場 合 の 施 設 使 用 料 （ 以 下 「 使 用 料 」 と

い う 。） 及 び 登 録 料 は 、 当 該 利 用 若 し く は 登 録 の あ っ た 月 の 翌 月 の １ ８ 日 に 、 り そ な 銀 行

、 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 、 三 井 住 友 銀 行 、 関 西 み ら い 銀 行 及 び 池 田 泉 州 銀 行 （ 以 下 「 指 定 金 融 機

関 」 と い う 。） の 承 諾 を 得 た 預 金 口 座 か ら 口 座 振 替 の 方 法 に よ り 、 大 阪 府 の 預 金 口 座 へ 納

入 す る も の と す る 。 た だ し 、 振 替 日 が 指 定 金 融 機 関 の 休 業 日 の 場 合 は 、 翌 営 業 日 に 振 替 を

行 う も の と す る 。   

２  登 録 更 新 料 に つ い て は 、 更 新 手 続 き を 行 っ た 月 の 翌 月 の １ ８ 日 に 前 項 の 方 法 に よ り 大 阪

府 の 預 金 口 座 へ 納 入 す る も の と す る 。  

３  使 用 料 の 領 収 書 は 、 口 座 振 替 を 代 行 し た 金 融 機 関 の 通 帳 の 記 載 又 は オ ー パ ス ・ シ ス テ ム

の 端 末 機 （ 使 用 公 園 に 設 置 さ れ た 端 末 機 に 限 る ） か ら 出 力 す る 利 用 実 績 に 係 る 帳 票 を も っ

て 、 こ れ に 代 え る も の と す る 。 登 録 料 及 び 更 新 料 の 領 収 書 は 、 口 座 振 替 を 代 行 し た 金 融 機

関 の 通 帳 の 記 載 を も っ て 、 こ れ に 代 え る も の と す る 。  

４  大 阪 府 又 は 大 阪 府 が 指 定 し た 団 体 （ 以 下 「 指 定 管 理 者 」 と い う 。） が オ ー パ ス ・ シ ス テ

ム に よ る 施 設 利 用 を 認 め た 場 合 は 、 利 用 者 番 号 、 暗 証 番 号 及 び パ ス ワ ー ド 等 に 関 し て 、 盗

用 そ の 他 い か な る 事 由 で あ っ て も 、 当 該 利 用 者 番 号 を 有 す る 登 録 者 が 使 用 料 を 納 入 す る 責

を 負 う も の と す る 。  

（ 使 用 料 及 び 登 録 料 等 の 滞 納 ）  

第 ９ 条  使 用 料 又 は 登 録 料 等 が 2ヶ 月 続 い て 口 座 振 替 で き な か っ た 場 合 、 登 録 者 は 、 大 阪 府 が

発 行 す る 納 入 通 知 書 又 は 指 定 管 理 者 が 発 行 す る 振 込 依 頼 書 等 に よ り 、 納 期 限 ま で に こ れ を

納 入 し な け れ ば な ら な い 。  

２  大 阪 府 又 は 指 定 管 理 者 は 、 使 用 料 又 は 登 録 料 等 の 口 座 振 替 が で き な か っ た 場 合 及 び 前 項

の 納 入 が な か っ た 場 合 は 、 督 促 等 を 行 う こ と が で き る 。  

３  登 録 者 は 第 １ 項 の 大 阪 府 が 発 行 す る 納 入 通 知 書 に よ る 納 入 に つ い て 、 納 期 限 ま で に 使 用

料 を 納 入 し な か っ た 場 合 は 、 大 阪 府 税 外 収 入 延 滞 金 徴 収 条 例 を 準 用 し た 延 滞 金 （ 以 下 「 延

滞 金 」 と い う 。） を 納 入 し な け れ ば な ら な い 。  

４  登 録 者 は 第 １ 項 の 指 定 管 理 者 が 発 行 す る 振 込 依 頼 書 等 に よ る 納 入 に つ い て 、 納 期 限 ま で

に 使 用 料 を 納 入 し な か っ た 場 合 は 、 指 定 管 理 者 が 定 め る 延 滞 金 を 納 入 し な け れ ば な ら な い

。  

（ 利 用 申 請 の 取 消 期 間 ）  
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第 10条  登 録 者 は 、 施 設 の 利 用 申 請 し た 後 に 取 り 消 す 場 合 は 、 テ ニ ス コ ー ト に つ い て は 使 用

日 の ３ 日 前 ま で に 、 テ ニ ス コ ー ト 以 外 の 施 設 に つ い て は 使 用 日 の １ ０ 日 前 ま で に 、 そ れ ぞ

れ 取 消 処 理 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

２  登 録 者 は 、 前 項 に お け る 期 間 を 過 ぎ た 場 合 に は 、 取 消 処 理 を 行 う こ と が で き な い 。  

（ カ ー ド の 紛 失 、 盗 難 等 ）                        

第 11条   登 録 者 は 、 カ ー ド の 紛 失 や 盗 難 に あ っ た と き は 、 直 ち に 大 阪 府 に そ の 旨 届 け 出 な け

れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 届 け 出 以 前 に 他 人 に カ ー ド を 使 用 さ れ た 場 合 は 、 当 該 使 用 に 係 る 使 用 料 等 は 登 録

者 の 負 担 と す る 。  

（ カ ー ド の 再 発 行 ）                              

第 12条  大 阪 府 は 原 則 と し て 、 カ ー ド の 再 発 行 は 行 わ な い ｡た だ し 、 カ ー ド の 紛 失 、 盗 難 、 毀

損 、 滅 失 等 の 原 因 に つ い て 、 大 阪 府 が 相 当 と 認 め た 場 合 に 限 り 再 発 行 を 行 う こ と が で き る

。 こ の 場 合 に お い て 登 録 者 は カ ー ド の 再 発 行 料 ２ ０ ０ 円 を 手 書 き 納 付 書 に よ り 、 指 定 金 融

機 関 の 窓 口 で 大 阪 府 の 預 金 口 座 へ 納 入 し た 後 、 大 阪 府 に 対 し 、 新 た に 利 用 者 登 録 の 手 続 き

を 行 う も の と す る 。  

２ 前項の場合において、大阪府は、紛失等のあったカードに係る情報を抹消し、当該登録者に対し、

新 た な 利 用 者 番 号 、 暗 証 番 号 、 パ ス ワ ー ド を 記 載 し た 利 用 者 登 録 案 内 通 知 書 及 び カ ー ド を

交 付 す る も の と す る 。  

（ 利 用 の 一 時 停 止 ）                              

第13条 大阪府は、登録者が次のいずれかに該当した場合、登録者の同意を得ることなく、オーパス・

シ ス テ ム の 利 用 を 停 止 す る こ と が で き る も の と す る 。  

（ １ ）  使 用 料 又 は 登 録 料 等 に つ い て 、 口 座 振 替 に よ る 納 入 を 行 わ な い 場 合  

（ ２ ）  納 期 限 ま で に 延 滞 金 を 納 入 し な い 場 合  

（ ３ ）  他 の 登 録 者 の 利 用 者 番 号 を 利 用 し 、 大 量 の 抽 選 申 込 み 又 は 利 用 申 請 を 行 っ た こ と

が 判 明 し た 場 合  

（ ４ ）  利 用 者 番 号 、 暗 証 番 号 も し く は パ ス ワ ー ド を 他 人 に 教 え 、 又 は カ ー ド を 他 人 に 貸

与した結果、府民の適切な公園施設の利用に支障があると大阪府が判断した場合  

（ ５ ）  申 請 内 容 の 変 更 を 怠 る な ど 、 登 録 者 の 責 に 帰 す べ き 事 由 に よ り 、 連 絡 先 等 が 不 明

となった場合    

（６）  その他本要綱のいずれかに違反し た場合など大阪府が必要と判断した場合  

（ 登 録 内 容 の 変 更 ）                             

第 14条  登 録 者 は 、 利 用 者 登 録 申 請 時 に 大 阪 府 に 申 請 し た 内 容 に 変 更 が 生 じ た 場 合 は 、 遅 滞

な く 、 所 定 の 申 請 書 （ 様 式 第 ２ 号 及 び 第 ３ 号 ） に よ り そ の 旨 を 大 阪 府 に 申 請 す る も の と す

る 。  

（ 利 用 者 登 録 の 抹 消 ）                            

第 15条  大 阪 府 は 、 登 録 者 が 次 の い ず れ か に 該 当 し た 場 合 は 、 登 録 者 の 同 意 を 得 る こ と な く

、 当 該 登 録 者 の 利 用 者 登 録 を 抹 消 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 、 登 録 者 は 直 ち に カ ー ド を

返還するとともに、府 に 対 す る 債 務 の 全 額 を 直 ち に 返 済 し な け れ ば な ら な い 。                      

 （ １ ）  虚 偽 の 申 請 等 を し た 場 合                      

 （ ２ ）  本 要 綱 の い ず れ か に 違 反 し 、 違 反 事 項 を 改 善 し な い 場 合  

 （ ３ ）  継 続 し て 使 用 料 、 延 滞 金 又 は 登 録 料 等 を 遅 滞 し た 場 合  

 （ ４ ）  登 録 者 が 登 録 廃 止 の 手 続 き を 行 い 、 大 阪 府 が こ れ を 認 め た 場 合           

（ ５ ）  申 請 内 容 の 変 更 を 怠 る な ど 、 登 録 者 の 責 に 帰 す べ き 事 由 に よ り 、 今 後 通 知 ・ 連 絡  

が 不 能 と 大 阪 府 が 判 断 し た 場 合    

 （ ６ ）  そ の 他 大 阪 府 が 登 録 者 と し て 不 適 格 と 認 め た 場 合  
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（ 予 約 の 取 消 ）  

第 16条  大 阪 府 は 、 登 録 者 が 次 の い ず れ か に 該 当 し た 場 合 、 登 録 者 の 同 意 を 得 る こ と な く 、

当 該 登 録 者 が 行 っ た 抽 選 申 込 み 及 び 利 用 申 請 を 取 り 消 す こ と が で き る 。  

（ １ ）  使 用 料 、 延 滞 金 又 は 登 録 料 等 を 遅 滞 し た 場 合  

（ ２ ）  他 の 登 録 者 の 利 用 者 番 号 を 利 用 し 、 大 量 の 抽 選 申 込 み 又 は 利 用 申 請 を 行 っ た こ と

が 判 明 し た 場 合  

（ 登 録 情 報 の 字 体 ）                              

第 17条   登 録 者 が 登 録 申 請 書 等 に 記 載 し た 字 体 が 、 オ ー パ ス ・ シ ス テ ム で 取 扱 い 困 難 な 場 合

は 、 類 似 す る 標 準 文 字 で 登 録 し 、 事 務 処 理 は こ の 標 準 文 字 で 行 う も の と す る 。           

                 

（ 要 綱 の 変 更 、 承 認 ）                            

第 18条   本 要 綱 の 一 部 又 は 全 部 が 改 定 さ れ た 場 合 、 当 該 改 定 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か 早 い 時

点 に お い て 、 登 録 者 に 承 認 さ れ た も の と み な す 。          

 （ １ ）  本 要 綱 の 改 定 の 内 容 を 通 知 し た 後 、 １ カ 月 が 経 過 し た と き  

 （ ２ ）  本 要 綱 の 改 定 の 内 容 を 通 知 し た 後 、 登 録 者 が オ ー パ ス ・ シ ス テ ム を 利 用 し た と き

         

（ そ の 他 ）                                      

第 19条   こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か オ ー パ ス ・ シ ス テ ム の 運 営 に 関 す る 必 要 な 事 項 は 、 別

に定める。  

 

附 則                                            

（ 施 行 時 期 等 ）                                  

１  本 要 綱 は 平 成 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 ２ 条 の 規 定 に よ る 利 用 者 登 録 申 請

、 第 ４ 条 の 規 定 に よ る 利 用 者 番 号 等 の 交 付 そ の 他 こ の 要 綱 を 施 行 す る た め に 必 要 な 準 備 行

為 は 、 こ の 規 則 制 定 前 に お い て も 行 う こ と が で き る 。 こ の 場 合 、 こ の 期 間 の 施 行 前 に 行 わ

れ た 利 用 者 登 録 に つ い て は 、 第 ５ 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 登 録 期 間 の 起 算 日 を 平 成 ８ 年 ４

月 １ 日 と す る 。     

２  本 要 綱 は 平 成 １ ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

３  本 要 綱 は 平 成 ２ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

４  本 要 綱 は 平 成 ２ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

５  本 要 綱 は 平 成 ２ ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

６  本 要 綱 は 平 成 ２ ４ 年 １ 月 ４ 日 か ら 施 行 す る 。  

７  本 要 綱 は 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

８  本 要 綱 は 平 成 ２ ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

９  本 要 綱 は 平 成 ３ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

10 本 要 綱 は 平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

11 本 要 綱 は 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

１  第 ５ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 更 新 月 が 平 成 ２ ４ 年 １ 月 か ら ５ 月 で あ る 登 録 者 に つ い て は 、 更

新 月 を 同 年 ６ 月 に 変 更 し て 、 同 条 同 項 及 び 第 ８ 条 第 ２ 項 を 適 用 す る 。  

２  前 項 の 適 用 を 受 け て 登 録 更 新 手 続 を 行 っ た 登 録 者 の 第 ５ 条 第 ３ 項 の 更 新 月 は 、 前 項 の 規

定 に よ り 変 更 す る 前 の 平 成 ２ ４ 年 １ 月 か ら ５ 月 と す る 。  
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メ   モ   欄  
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